
平成３０年度 第１３回

青梅市教育委員会定例会会議録

日 時  平成３１年３月２７日（水）午後１時３０分

場 所  青梅市役所３階教育委員会会議室
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第１３回青梅市教育委員会（定例会）議事日程 

会  期 平成３１年３月２７日（水） １日間

場  所 青梅市役所３階教育委員会会議室

１ 教育長開会および開議宣言 

２ 会議録署名委員の指名 

３ 教育長報告事項 

４ 協議事項 

５ 議案審議

議案第２６号 青梅市教育委員会防犯カメラの管理および運用に関する規則の一部改正につ

いて 

議案第２７号 青梅市適応指導教室（ふれあい学級）運営規則の一部を改正する規則につい

て 

議案第２８号 青梅市公立学校職員の職務に専念する義務の免除に関する規則の一部を改正

する規則について 

議案第２９号 青梅市公立学校職員出勤簿整理規程の全部改正について 

議案第３０号 青梅市立学校等職員服務規程の一部改正について

６ 教育長閉議および閉会宣言

┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄

教育長報告（再掲） 

１ 青梅市教育委員会事務委任規則第３条にもとづく専決処分の報告について（教育総務

課・指導室）

２ 青梅市教育委員会児童・生徒表彰式の結果について（教育総務課）

３ 青梅市科学センター設置要綱の廃止について（学務課）

４ 青梅市立小・中学校「いじめ」実態調査結果〔２月分〕について（教育指導担当）

５ 平成３０年度体力テスト結果について（教育指導担当）

６ 青梅市の学校給食のイメージキャラクター（デザイン部門）の決定について（学校給食

センター）

７ 青梅市新生涯学習施設（仮称）建設検討委員会設置要綱の廃止について（社会教育課）

８ 平成３１年度社会教育事業年間計画について（社会教育課）

９ 諸報告

 （１） 委員会等会議録 

   ア 青梅市社会教育委員会議会議録（社会教育課） 

（２） 事業等の実施予定について

    ア 生涯学習事業実施予定について（社会教育課・文化課）

（３） 事業等の実施結果について
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    ア サタデークラスの実施状況（１２月、１月）について（教育指導担当）

イ 長期欠席児童・生徒の状況（１月）について（教育指導担当）

ウ 生涯学習事業実施結果について（社会教育課・文化課）

エ 青梅市中央図書館利用者アンケート結果について（社会教育課）

┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄

  協議事項（再掲）

１ 平成３１年度青梅市教育委員会の教育施策の概要について（教育総務課） 

２ 青梅市教育委員会防犯カメラの管理および運用に関する規則の一部改正について（教育

総務課・社会教育課） 

３ 組織改正等に伴う関係要綱等の整備について（教育総務課） 

４ 青梅市学校規模適正化基本方針（案）について（学務課） 

５ 青梅市適応指導教室（ふれあい学級）運営規則の一部改正について（指導室） 

６ 青梅市公立学校職員の職務に専念する義務の免除に関する規則の一部改正について（指

導室） 

７ 青梅市公立学校職員出勤簿整理規程の全部改正について（指導室） 

８ 青梅市立学校等職員服務規程の一部改正について（指導室） 

９ 青梅市スクール・サポート・スタッフ設置要綱の一部改正について（指導室） 

１０ 青梅市文化交流センターにおける使用料減免に関する基準の制定について（社会教育

課） 

１１ 生涯学習フェスティバル～釜の淵新緑祭２０１９～以下３件における物品の販売行為

等について（社会教育課） 

出席委員   教 育 長 岡 田 芳 典

教 育 委員会 委 員  手 塚 幸 子

教 育 委員会 委 員  大 野 容 義

教 育 委員会 委 員  稲 葉 恭 子

教 育 委員会 委 員  榎 本 淳一郎

出席説明員   教 育 長（ 再掲 ） 岡 田 芳 典

   教 育 部 長 渡 辺 慶一郎

        教 育 総 務 課 長 浜 中   茂

        学 務 課 長 石 川 裕 之

        指 導 室 長 中 嶋 建一郎

        教育指導担当主幹 拝 原 茂 行
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学校給食センター所長 渡 部 亀四郎

        社 会 教 育 課 長  塚 本 智 信

        文 化 課 長 北 村 和 寛

書   記   教育総務課庶務係長 須 崎   満

                    教育総務課庶務係 加 納 康 紀
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午後１時３０分開会

日程第１ 教育長開会および開議宣言 

【教育長（岡田）】 本日の定例会には、教育長および委員４名が出席しておりますので、本会

議は成立いたしました。

これより、平成３０年度第１３回青梅市教育委員会定例会を開会いたします。

 本日の会議を開きます。

┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄

日程第２ 会議録署名委員の指名 

【教育長（岡田）】 初めに、会議録署名委員の指名を行います。

本日の会議録の署名委員には、大野委員を指名いたします。

【委員（大野）】 はい、わかりました。

【教育長（岡田）】 次に、第１０回定例会、第１１回定例会および第１２回臨時会の会議録が

机上に配付されております。次回までにご覧いただきまして、次回の定例会でご承認をいただ

きたいと思います。

┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄

【教育長（岡田）】 次に、本日の議事進行につきまして、教育長報告事項１につきましては、

議事の都合上、本日審議される案件の最後に行います。

┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄

日程第３ 教育長報告事項 

【教育長（岡田）】 それでは、教育長報告事項から始めます。

まず初めに、委員の皆様から報告を頂戴したいと思いますが、どなたかございますか。

【委員（手塚）】 まず最初に、先日自宅の方にお送りいただいて、今日も机上に置いていただ

いているんですが、美術館の今年度の予定表、この絵をよくぞここに置いてくださったと。１

年間飾っておきたくなるような（すみません、私個人の好みなんですけれども）、本当にすてき

な企画があるんだなと。中身の方も年々すてきになってきている気がしまして、今年も１年楽

しみにしております。

それから、小・中学校の卒業式ですが、私は第七中学校と吹上小学校にお邪魔しました。第

七中学校は人数も少ないので、全校生徒全員で見送って、最後、校門の前でも全員がなかなか

帰らずみたいな温かい感じでした。それから吹上小学校、本当にすばらしい卒業式でした。子

どもさんたち、小学校は皆さん、前で将来の目標を言われる学校が多いかと思うんですが、本

当にしっかりと一人一人おっしゃってくださっていて、隣にいらした吹上中学校の校長先生と、

楽しみですねというようなお話をするぐらい。合唱もすばらしくて、今年の６年生は本当に１

年かけて頑張ったんだということを後ほど校長先生から伺って、いい卒業式でした。私、卒業

式の出席はこれで最後になるものですから、とてもいい卒業式で締めくくらせていただいて、

うれしかったです。ありがとうございました。
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【委員（大野）】 ２点あります。１つは発想の転換というお話をちょっとさせてもらいたいと

思います。そんなえらいことではなくて。せんだって卒業式で第七小学校にお邪魔しましたけ

れども、第七小学校は今年から在校生は１年生も入れてみんなで送るんだというようなことで

した。以前、どこかの中学校の校長先生とお話ししたことがあるんですが、例えば入学式など

ですと、在校生でも代表で例えば５年生だけとか２年生だけとか出席している学校が多いので

はないかと思います。子どもの数がいろいろな学校で少なくなって、規模が小さいものですか

ら、卒業生とか入学生の保護者が来ても、在校生みんなが出ていても、体育館に入り切れる時

代になるんじゃないかなと思うんですよ。そういう意味で、発想の転換をして、そういうふう

な方向でしたらいいんじゃないかと、そんな話を校長先生としたことがあるんです。

それからもう一点、昨日だったか、ネットのニュースで、イギリス人の学者が日本の教育に

ついて書いたものがあったんです。ああそうかもしれないなと思ったのは、日本は教育改革を

いろいろやっているけれども、ちょっと焦点の当てどころが違うんじゃないかと。つまり、日

本は高校までの学校教育などについて教育改革をいろいろしているけれども、欧米では例えば

二十四、五歳になって改めて大学で勉強するとか、そういう人もかなり大勢いる。むしろ日本

の国力の衰退の原因は、学校教育ではなくて大人の教育ができていないからじゃないかと。

昔は、私なんかも日本電機に初めて勤めたときに、社員教育としてずいぶんしていただきま

した。最近は、大企業も含めて社員教育を以前ほどしていないんじゃないかという話もありま

す。ましてや中小企業などでは、もう即戦力ということだけで、人を育てるというところまで

なかなか余裕がない。

その記事によりますと、正確な数字は覚えていませんけれども、以前に比べて日本のそうい

う成人の教育にかけるお金、会社での社員教育にかけるお金を含めてでしょうけど、もう何分

の１かなんだそうです。これからは、その方は学校教育もそうなんだけれども、ますます少子

化で大人の数の割合が増えているということもあるから、時代についていくためにも日本はも

っと成人教育に力を入れた方がいいと、そう書いてあるんです。私たちは議論していくときに、

つい子どもの教育のことだけに話がいってしまいますけれども、そういう発想転換も必要なん

だなというふうに感じました。

それから、卒業式ですけれども、そういうわけで第七小学校は１年生から出ているんですけ

れども、とってもよかったです。何でかというと、たぶん先生方が指導しているんでしょう。

１年生から５年生まで、式の１時間半ぐらいの間、こうやって背筋を伸ばしているんですよ。

動く子がいないんです。その一生懸命さがとってもいいなと思いました。

それから、小さな学校ということもあるんですけれども、卒業生が退場していくときに、何

と、卒業生も涙を流していますけれども、在校生が泣いているんです。とってもいい卒業式だ

なと思いました。

それから、霞台中学校も行ったんですけれども、私たち来賓は台の下にいますよね。卒業証

書を受け取った生徒が一人ずつおりてきて、たぶん皆さんの前でもお辞儀をしていくんじゃな
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いでしょうか。その一人一人の様子を見ると、立ち方とか、表情とか、目の輝きとか、みんな

当たり前だけど一人ずつ違うんですけど、それぞれの個性がキラキラ出ている。自分を解放し

ているからこそ個性がキラキラするので、霞台中学校の３年間は先生方のご指導で子どもたち

が自分をどんどん出せるような、そんな教育をしてきたのかなと思いました。大変いい卒業式

でした。

以上です。

【委員（稲葉）】 ５つあります。

１つ目、新町四丁目のロケット公園の遊具が撤去されて、新しく飛行機の遊具が置かれまし

て、子どもたちに大人気でした。ありがとうございます。

２つ目は、日曜日に浦安で、子どもの気持ちのワークショップというのがあって、子どもの

気持ちを素直に出させるためにはどう仕掛けたらいいかというワークショップを受けてきたん

です。そのときの会場が浦安まちづくり活動プラザというところで、統廃合になった学校のリ

フォームをしたところでした。とてもきれいで、周りは団地なんですが、オーシャンビューで

す。一つ一つの部屋が個性的で、ゼロ歳から高齢者までがそこで集えるという部屋のしつらえ

になっていて、給食室も全部利用した建物になっています。廃校といっても、統廃合で閉校に

なっても、建物自体としてはすごく立派でしたし、運動場もとてもきれいでした。閉校した後

の学校の使い方ということで、ワークショップよりもそっちの方が気になってぐるぐる見てた

んです。青梅市もそんなふうな、閉校になった学校の活用ができるといいなと。当日は地域の

お祭をそこでやっておりましたので、本当に老若男女が集まって、楽しいいい一日を過ごして

いました。

その次の日に、東京学芸大学のものづくり教育専修というのが文科省の肝入りで、小学校課

程なんですが、国語・算数・理科・社会の教科にこだわらないものづくり専修として実験的に

学科を設置したところで、私、４年間授業をさせてもらいまして、そこの最後の５期生が今年

卒業したので、全員が集まって同窓会を開きました。そこで自分の提供した遊びの世界ともの

づくりというのが、ほとんど全員小学校の先生になっていますので、現場でどう役に立ってい

るかというのを聞いて回ったんです。実際に具体的に遊び込んだ授業だったので、現場で即役

に立っておりますと、うれしい声を聞きました。やっぱり現場の先生たちが子どもとコミュニ

ケーションをとるツールとして、遊びというのはとても取っかかりやすいというふうな感想を

聞けたので、青梅市の新人研修とかそういうところで、私はツールを持っていますので、大い

に使っていただければいいなと思います。

それから、先日、第四小学校の則末校長先生とお会いしたときに、新学期を迎えるにあたっ

て小１プロブレムというところで校長研修に行かれた感想で、やっぱりこれまでのような小学

校１年生の授業の取り組みではもうだめなんだなというのがよくわかりましたと。もう少し、

幼稚園・保育園の状態もよく知りながら、今までは園児たちは先生を囲んでワーワー遊ぶのが

主でやっていたところが、急に小学校に行って１対何十人という対面式の授業になっていくと
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いうのは、今の子どもたちの幼・保の育ちから見ると、ちょっと違うなという感じを受けたと

先生がおっしゃいました。その辺のところがどうなのかなと思って、汐見先生の論文なんかを

ずっと調べたんですが、小１プロブレムが起こるのは究極、学校が面白くないからだと。子ど

もたちの子どもなりの抵抗だと書いてありました。その辺の１年生の受け入れというところを、

幼・保から速やかに、学校って楽しいんだ、学ぶということは楽しいんだというふうな方向性

に先生方がちょっと工夫するかしないかで変わってくると思うので、いろいろな参考資料をも

とに１年の担任の先生は学んでいただけると、あとあと楽かなと思いました。

それから卒業式、少人数校の第六中学校と大規模校の第二小学校へ行ってまいりました。第

六中学校は少人数だったので、校長先生が卒業生一人一人に言葉がけをされて、「おめでとう」

と賞状を渡されていたのが印象的で、校長先生から賞状をもらうときにいろいろな言葉がけを

してもらうのは、小規模校のいいところだなと思いました。第二小学校は大規模校で時間的に

詰め詰めなんですけれど、子ども主体の卒業式で、すごく大人数なんだけど一人一人が前で自

分の決意表明をするんです。その決意表明が、例えば「プロ野球の選手になりたいと思います」

ではなくて、「プロ野球の選手になります！」という言い切りだったんですよ、全員が。その辺

のところは、希望ではなくて目標に向かって頑張るぞという気持ちが子どもたちの言葉から聞

けたので、すごく感動しました。なかなか大規模校だと、賞状を渡してスルーでおしまいのと

ころを、きちっと子どもたちに決意表明を、堂々と前向いてどの子も元気に自信持って言って

いましたので、よかったなと思いました。

以上です。

【委員（榎本）】 私は卒業式は第四小学校と吹上中学校に行かせていただきました。体育館っ

て、どこの学校に行っても懐かしいというかノスタルジックな感じがするんですが、第一小学

校・第一中学校って結構暗かったんですけど、今回行った学校はどちらも窓がとても多くて、

演題の方にも窓があって明るい感じがして、学校によっても違うものだなという気がしました。

第四小学校の方は、今、袴の問題が言われていますけど、半分ぐらい袴の子がいました。華

やかな感じはしましたけれど、特に新聞で大げさに書かれているような大きな問題もなく、ま

あ問題にするようなことでもなく、そのうち終息して落ち着いていくような話題なのかなと思

いました。

吹上中学校の方はとても素朴な生徒が多い印象を受けました。

以上です。

【教育長（岡田）】 私の方からですが、この後、報告事項２でもありますけれども、児童・生

徒の表彰ということで、一つはいろいろなスポーツ、あるいは音楽、書道、ボランティアの方

への表彰ということで、卒業されます小学６年生、中学３年生を対象に、３月１１日に行って

おります。

それから、つい先日、これも後でありますけれども、給食のキャラクターにつきましても、

小学校３名、中学校３名の方に表彰式を行っております。
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それから、卒業式関係ですが、初めに１６日に東小・中学校の卒業式に行ってまいりました。

卒業生代表の方がご自身の家庭での経験等を踏まえてお話しされたのが印象に残っております。

その日の午後、福生の市民会館で、青梅市の中学校９校が集まりまして吹奏楽の演奏会をや

っておりました。私、遅れて行ったんですけれども、最初に１年生の合同演奏、最後に２年生

の合同演奏ということで、２回ほどの練習ですばらしいハーモニーを聴けたところが印象に残

っております。

それから、中学校が泉中学校、小学校は第一小学校の卒業式に行ってまいりました。第一小

学校では袴の方は一人もおられずゼロということで、淡々と行われました。また小学生ですと

大体将来の夢を語るんですけど、一般的に男の子はモワッとした大体の方向性、女の子は非常

に具体的な決意表明ですが、第一小学校は男の子もかなり具体的に、形容詞を入れて、僕はこ

ういうような将来を目指しますとか、その辺すごくうまく指導して発言されているなというの

が印象に残っております。

それからもう一点、今日ですが、４月に落成式、５月にオープンいたします文化交流センタ

ーのオープニングイベントをお願いしております文化交流センターオープニングイベント実行

委員会の皆さんから、ゲラ刷りなんですけれども、４月２４日から２８日までのイベント等に

つきまして報告を受けております。「おいでよ！みんなの遊び場へ」をキャッチフレーズに、さ

まざまな事業を展開いたしますので、後ほどきちんとしたものができましたらお配りいたしま

すし、また時間の許すところでご参加いただければと思います。

よろしくお願いいたします。

┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄

２ 青梅市教育委員会 児童・生徒表彰式の結果について（教育総務課） 

【教育長（岡田）】 それでは、教育長報告事項を説明させていただきます。

教育長報告事項２、青梅市教育委員会児童・生徒表彰式の結果について、を説明いたします。

【教育総務課長（浜中）】 それでは、報告資料の２をご覧いただきたいと思います。青梅市教

育委員会児童・生徒表彰式の結果について、ご説明させていただきます。

学校の内外で顕著な功績をあげている児童・生徒の皆さんに対し、これを顕彰して、今後の

活動の大きな励みとなるように、表彰を積極的に実施しようという方針転換をして、その表彰

を行うにあたっての推薦基準をきちっと整備する必要があることから、去る２月１日の教育委

員会におきまして、青梅市教育委員会児童・生徒表彰推薦基準をご提案させていただき、ご承

認をいただいたという経緯がございました。

これを受けまして、このたび、この３月をもって卒業してしまわれる小学校６年生、中学校

３年生の方々を中心に、各学校からご推薦をいただき、その基準に照らしまして、個人の部で

は小学校６年生３名、中学校３年生が７名の計１０名、それから４つの中学校の吹奏楽部、こ

ちらを対象として３月１１日に表彰式を実施いたしました。

表彰の対象者は資料２にございますので、ご覧になっていただきたいと思います。



9

今回は、２月に基準を設けまして、３月に卒業してしまわれる卒業生を対象にさせていただ

きました。今後、青梅市教育委員会といたしましては、市内の小中学校に通学する全児童・生

徒を対象に、優秀な成績をあげられた方を表彰してまいりたいと考えております。

説明は以上です。

【教育長（岡田）】 説明は終わりました。ただいまの説明に対して何かご質問、ご意見等ござ

いますか。

【委員（手塚）】 感想になりますが、表彰式もお邪魔させていただいて、本当にいろいろなこ

とで頑張っているお子さんたちがこんなにいるんだということ、とってもうれしかったですし、

こうやって褒める機会を増やしていただくのも、教育委員会の皆さんにも感謝申し上げたい気

持ちでいっぱいになりました。

それから、吹奏楽部、４つの学校が全国でトップをとるということは本当にすごいことで、

ほかのそういうレベルの学校というのはものすごく沢山の部員の中で一軍選手だけを集めて大

会に出て狙っているようなところを、この子たちはほぼほぼいる人全部で出ていて、そういう

世界でこの成績を残すというのは、本当に奇跡に近いようなことだと思います。先ほど教育長

からご紹介があった新施設のオープニングで、最初の２４日の夜にこの辺の中学校の子たちが

集まって演奏会をしてくれるというのは、そういう吹奏楽好きのファンにうまく伝えられれば、

沢山の人が興味を持って青梅まで足を運んでくれるんじゃないかしらと思うような企画だと思

います。本当にすてきな子どもたち沢山いて、うれしいなと思いました。ありがとうございま

す。

【教育長（岡田）】 ほかにいかがでしょうか。よろしいですか。

┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄

３ 青梅市科学センター設置要綱の廃止について（学務課） 

【教育長（岡田）】 次に、教育長報告事項３、青梅市科学センター設置要綱の廃止について、

を説明いたします。

【学務課長（石川）】 報告資料３にもとづきましてご説明申し上げます。青梅市科学センター

設置要綱の廃止についてでございます。

青梅市科学センター事業につきましては、平成３１年度の事業については実施をしないとい

うことで、２月１日に開催されました教育委員会定例会の中でご承認をいただいたところでご

ざいます。

１の廃止の理由といたしまして、学校におけます働き方改革推進プラン（平成３０年２月東

京都教育委員会）にもとづき学校教職員の負担軽減を図る中で、科学センター事業への申込者

が減少傾向にあること、また子どもＩＴ未来塾教室その他代替事業を推進していくことをもっ

て、本科学センター事業については廃止しようとするものでございます。

なお、廃止の期日につきましては、平成３１年４月１日をもって廃止としたいということで

ございます。
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報告は以上でございます。

【教育長（岡田）】 説明は終わりました。ただいまの説明に対して何かご質問、ご意見等ござ

いますか。

よろしいですか。

先日、私と部長と課長で第一小学校に行きまして、高木校長、曽根副校長、また担当されま

した３名の先生方にお礼方々ごあいさつをしております。

┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄

４ 青梅市立小・中学校「いじめ」実態調査結果〔２月分〕について（教育指導担当） 

【教育長（岡田）】 次に、教育長報告事項４、青梅市立小・中学校「いじめ」実態調査結果〔２

月分〕について、を説明いたします。

【教育指導担当主幹（拝原）】 青梅市立小・中学校「いじめ」実態調査結果〔２月分〕につい

て、ご報告いたします。

報告資料４をご覧ください。この集計結果は、２月に市内全小中学校で実施した「いじめ」

実態調査の結果でございます。資料は表の左側から順にご覧ください。

初めに、Ａ法令上のいじめ認知件数のアンケートから認知した件数をご覧いただきますと、

小学校の合計が７０９件、中学校の合計が１１件であります。

続きまして、Ｂアンケート以外の認知件数をご覧ください。小学校で３２件、中学校で６件

となっております。

これらを合計しましたいじめの認知件数は、小学校で７４１件、中学校で１７件でありまし

た。

表の中央、Ｂ社会通念上のいじめの件数につきましては、Ａの法令上のいじめの件数の中に

含まれております。

これらにつきまして対応状況は、一番右の表のＣにありますように、期間内に解消したもの

が小学校で７０１件、中学校で１３件、継続指導中のものが小学校４０件、中学校４件であり

ます。

これらのいじめの発見のきっかけは、一番右の表Ｄにありますように、小学校ではアンケー

ト調査による発見が７０９件、本人からの訴えが１４件、学級担任による発見が１３件となっ

ております。中学校ではアンケート調査による発見１２件のほかに本人からの訴えが３件等と

なっております。

全体的に見ますと、昨年度の２学期と比べますと、いじめの認知件数はかなり増加しており

ます。こちらは今年度当初に各学校において改めていじめの定義について周知徹底し、その定

義にもとづいて取り組んできた結果、小さないじめも見逃さずに認知する態勢が整ってきたた

めと考えます。また、今年度の１１月の調査と比べますと、小・中学校ともに認知件数が減少

しております。

いじめの防止に向けて、年間を通して丁寧に取り組んだ成果と考えられますが、継続指導中
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のものも小・中学校合わせて４４件ございます。新年度につきましても、各学校で人事異動が

ありますので、年度当初にいじめの定義について再度周知徹底するとともに、各学校にいじめ

防止基本方針について共通理解を図って進めていくよう指導してまいります。

説明は以上でございます。

【教育長（岡田）】 説明は終わりました。ただいまの説明に対して何かご質問、ご意見等ござ

いますか。

【委員（手塚）】 千葉で起こった事件では、学校のいじめのアンケートに親御さんのことを書

いてきてくださったことで、一度はちゃんと対応したのに、その後あのような事件があったん

ですけれども、青梅でももしかしたら、そこに何かをＳＯＳとして出すお子さんがいるかもし

れない。そういった場合に、先生方がどういう対応をされるのかというようなことを、共通認

識として何か先生方にお伝えしていることはあるのでしょうか。わりといじめについての対応

でも、いきなりクラスの全員の前でその人が……みたいなことを言ってしまったり、いじめの

アンケートで出てきた対応のまずさでもっと大変なことになるというような話もちょっと伺っ

たことがあって、先生次第でいろいろなんだなと思ったんです。アンケートがあがってきたと

きの対応に対する研修みたいなものを何かされていたり、される予定があったら教えていただ

きたいんです。

【教育指導担当主幹（拝原）】 こちらのアンケート調査につきましては、本年度当初に再度取

り組み方について徹底をしておりまして、担任がまずはこのアンケートを行いますけれども、

子どもが何か書いてきたときには、それをすべて学校いじめ対策委員会の方にあげて、担任だ

けでこれはいじめ、これはいじめじゃないと判断するのではなくて、これをいじめとするかど

うか、またいじめとするならどう対応していくのか、そういうのを組織的に対応するというこ

とを徹底してございます。それを４月当初に行うということで、各学校で行っております。

また、先ほどの虐待等の関係もあるんですけれども、３月の校長会、副校長会で、子ども家

庭支援センターと連携しまして、課長以下相談員の方皆さん出席いただいて、学校管理職と子

ども家庭支援センターのメンバーが顔を合わせた上で、顔の見える連携ということで取り組ま

せていただいております。そういった取り組みの方もつなげていきたいと思います。

【委員（手塚）】 ありがとうございます。安心しました。

【委員（大野）】 数字ではこういうような数字であることはわかりますけれども、いじめの対

応についてかなり苦労している案件もあるんじゃないでしょうか。年度末になりましたので、

現在の状況として、大まかで結構ですが、具体的にどこの学校ということも要りませんから、

かなり学校として保護者を交えて大きな問題としてまだまだ対応しているというふうな件数と

いうのは、小・中でそれぞれ何件ぐらいあるものでしょうか。

【教育指導担当主幹（拝原）】 アンケート調査の報告上では、先ほどの４４件ということでは

ありますけれども、具体的にこちらの方まで対応状況が逐一報告きている件数はここまではな

くて、数件です。そういったケースの場合は、いじめということでもあるんですけれども、複
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雑な家庭環境も絡んでいたり、またもともと不登校傾向にあるお子さんだったり、問題が複雑

に絡み合っていたりするものがあって、また地域的な人間関係の問題もあったりとか、そのよ

うな形で学校も対応に苦慮していると。そういった場合には教育委員会の方にも連絡が来まし

て、例えば学校が保護者を呼んでお話をするという場に指導主事を派遣して、指導主事も一緒

に入って解決に向けて協議をするような場合も起きてございます。

【委員（大野）】 おおむねでいくと、どのくらいの件数ですか。さっき数件というお話ですけ

れども、小・中それぞれわかりますか。学校が今苦慮している件数。

【教育指導担当主幹（拝原）】 現在、指導主事を派遣したりして対応しているのは、小・中合

わせて３件です。

【委員（稲葉）】 主任児童委員をさせていただいたときに、あるお母さまから相談を受けて、

どうしようかなというところで、相談員さんに相談をしに行きました。相談員の方は、学校か

ら連絡がないのに、こちらから学校へ出向くことはなかなか難しいんだよということでお話を

されていました。やっぱり初期のところで、民間のところでわかっている懸案を相談員さんに

もっていっても、学校から話がないからというので、その子たちの応援ができないシステムっ

て、すごくおかしいなと思いました。だから、やはり子ども家庭支援センターの方で、民間か

ら相談があったときに、学校からの連絡がなくても、学校へダイレクトに、こういう相談を受

けたんだけれど学校はどうでしょうかというルートをきちっとつくっていただけたらとてもい

いなと、そのときに思ったんです。やはりそこにはずっと主任児童委員がかかわっていますが、

どのようにその子の応援ができたのかどうかという結果報告が、主任児童委員には全くなしで

す。ただつなぐだけでおしまいなんですね。私なんかはブリッジ役だったらそれに徹しようと

思って、どんどんブリッジ役でいったんですけど、心優しい人だと後々気になります。結果ぐ

らいどんなふうになっているのか。やはりケース会議にも主任児童委員とか民生・児童委員は

出席しますので、その結果報告――順調にいっていますとか、学校と相談員さんと子どもさん

の家庭で潤滑に応援ができていますとか、その辺の報告は欲しいというのが、毎回の主任児童

委員会議の中であがっています。地域を尊重して、地域ぐるみで学校をというんだったら、支

援のシステムももうちょっとオープンにした、子ども家庭支援センターの相談員さんと学校の

スクールカウンセラーさんとか校長先生、担任の先生というところがちゃんと話し合えるよう

なルートがあるといいなと思うんです。お互いに遠慮し合っているのはよくないなと、そのと

きに思いました。

今でもそんな感じなので、どこかで改善しないと、せっかく小さな芽でみつけたのに対応が

遅れて大きく育ってしまってからの対応では遅いと思うので、そこを何とか子ども家庭支援セ

ンターと教育委員会と学校側とがうまくつなげるようなルートができるといいなと思います。

以上、意見です。

【教育長（岡田）】 昨年でしたか、民生委員制度１００周年のときの全国の民生・児童委員さ

んの発言の中で、学校へのかかわり、民生委員さんとのかかわりが、これから重要になってき
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ますよという記事を読んだことがあるんですけれども。おっしゃるとおりですので、今後学校

とまた子ども家庭支援センターと主任児童委員さんの関係について、学校に対しても私の方か

ら、何かのときの情報の共有について、４月の校長会等でお話ししてみたいと思います。あり

がとうございました。

【委員（榎本）】 この前、虐待児の事件があったんですけれども、それの全体像がわかってか

らですが、やっぱり教育委員会だけで何とかなるという問題ではなかったと思うんですね。今

回も家庭の事情の方が結構いらっしゃるというお話があったんですけど、どこの段階で外部と

いうか、例えば児童相談所に相談するような決定をされるのかを教えていただきたいんです。

【教育指導担当主幹（拝原）】 学校でいじめがあがってきたときに、学校のいじめ対策委員会

でそのような判断をするということになろうかと思います。このいじめがあがってきたものに

対してどういうふうに対応していくのか。７００件からの報告があがっていますので、子ども

たち同士ですぐに「ごめんね」「いいよ」で終わっちゃうものもかなりの件数ありますし、また

先ほど申し上げたように家庭の環境も絡んでいる場合ですとか、そういったことがある場合に

は学校だけではなくて子ども家庭支援センターに。子ども家庭支援センターに連絡してみたら、

もうすでに相談に乗っていただいているご家庭であったりということも結構ありますので、そ

ういったところで連携をしたりします。教育相談所に相談されている方もいらっしゃるので、

教育相談所との連携をしたり。その辺の判断をするのが難しいところかなとは思いますので、

そこは個人ではなくて複数で判断をするという形で進めるように、学校の方には指導してござ

います。

【教育長（岡田）】 よろしいですか。

┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄

５ 平成３０年度体力テスト結果について（教育指導担当） 

【教育長（岡田）】 次に、教育長報告事項５、平成３０年度体力テスト結果について、を説明

いたします。

【教育指導担当主幹（拝原）】 続きまして、報告資料５－１をご覧ください。今年度６月に実

施しました体力調査の結果でございます。

初めに、今年度の体力テストの結果について、資料上段の１「体力合計点の比較」をご覧く

ださい。左側が男子、右側が女子で、ともに小学校５年生と中学校２年生の数値でございます。

小・中学校ともに東京都との差はさほどございませんが、全国と比べるとやや低くなっており

ます。

続きまして、中段の２「体力合計点各段階の分布」をご覧ください。

体力合計点の高いＡから低いＥの段階につきましては、小・中学校別にそれぞれの棒グラフ

の下に示しております。小学校５年生の男子では、体力の高いＡ層、Ｂ層が少なく、Ｃ層、Ｅ

層が多くなっております。小学校５年生の女子では、Ａ層、Ｃ層が少なく、Ｂ層、Ｄ層が多く

なっております。中学校２年生男子では、Ａ層、Ｂ層が少なく、Ｃ層が多くなっております。
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中学校２年生の女子では、Ａ層、Ｃ層が多く、Ｂ層、Ｄ層が少なくなっております。

続きまして、１枚おめくりいただき、報告資料５－２をご覧ください。

過去５年間の小学校第５学年、中学校第２学年の体力合計点の推移でございます。下段の表

を上段の折れ線グラフにあらわしております。折れ線グラフは、青梅市、東京都、全国を示し、

凡例は右側のとおりでございます。今年度は小学校５年生の男子が昨年度よりやや下がったも

のの、ほかは昨年度より上がっております。特に中学校２年生の女子は、平成２６年度から上

昇し続けております。この結果につきましては、各学校から担当者が出席して開催しておりま

す体力向上推進委員会においても考察するとともに、今年度成果の大きかった学校の取り組み

を紹介し、他校に広めております。

続きまして、もう１枚おめくりいただき、報告資料５－３をご覧ください。

こちらは種目ごとの得点をまとめたものでございます。表の下段にございますように、網か

けのかかっているマスは、東京都の平均または全国の平均のいずれかを下回っている種目でご

ざいます。種目ごとに見て目立った特徴はございませんが、全体的に東京都や全国と比べると、

やや低い数値となっております。

先ほどの資料５－２では、青梅市の児童・生徒の体力が少しずつ上昇していることが読み取

れましたが、他の地域も同様に体力が上昇しております。今年度、西中学校と第七中学校がス

ーパーアクティブスクールとして研究発表しておりますので、その成果についても各学校に広

めていきたいと考えております。

説明は以上でございます。

【教育長（岡田）】 説明は終わりました。ただいまの説明に対して何かご質問、ご意見等ござ

いますか。

【委員（稲葉）】 これはそれぞれグラフで数値であがっているんですけれども、具体的にどう

いう成果があったのかというところの見解はもう１ページ欲しいなと思うんです。例えばアク

ティブスクールの西中学校、第七中学校での取り組みがどんな効果を得たので、ほかの学校よ

りも体力がちょっと上回ったとか、こういう成果があったと。委員会が開かれているのでした

ら、数値だけではなかなかわからないものがあるので、中身の具体的な一例でもいいのであげ

ていただけると、よかったなと思えるし、グラフの読み方がもうちょっと深く読めるんじゃな

いかなと思うんですけど、いかがでしょうか。

【教育指導担当主幹（拝原）】 西中学校と第七中学校の取り組みでございますが、第七中学校

の方は１学期に成果発表をやっていただいているんですけれども、投げる力、投力に重点を置

いて実践を積み重ねておりました。ふだんから投げる取り組みをやることと、ソフトテニスボ

ールを握るような、そういった地道な、手軽にできるような運動を取り入れてございました。

ここには学校同士のデータはございませんけれども、人数が少ない中ですけれども、取り組み

続けたということで、効果がございました。

また、西中学校の方は、先日発表されましたけれども、体幹を鍛えるということで、日々の



15

体育の授業の中で積極的に取り入れてございました。発表をご覧になられた方も多いと思うん

ですけれども、本当に子どもたちがピシッピシッとキレのある動きで、バランス感覚が備わっ

ているなというのを感じました。

どちらの学校の取り組みについても、手軽に取り組めるようなところがございましたので、

ぜひ各学校の体育の授業の交流部分ですとか、小学校で一回体育の集会等もやっておりますの

で、そういったところでこの成果を発揮していけたらというふうに考えてございます。

【教育長（岡田）】 ほかにいかがでしょうか。

では、私の方から一つですけれども、やはり全国、東京都に比べて母数が少ないので、年度

によってのバラツキはどうしても市の方が全国や東京都に比べて出るかなと思ったんですけれ

ども、これを見ると２９年から３０年にかけての全国の上昇率がすごい大きな角度で上がって

います。全国的には何か練習というんですか、測定の前に何かあるのかなというのがあるんで

すが、その辺情報はありますか。

【教育指導担当主幹（拝原）】 全国の上がり方がすごいなと思って注目しているんです。母数

が少なければ結構あり得るかと思うんですけども、全国なので、間違いかなと思って確認した

んですけれども、間違っていないということでしたので、その辺まだわからないんですけれど

も。申しわけございません。

【教育長（岡田）】 特に文部科学省の見解は出ていないわけですね。

【教育指導担当主幹（拝原）】 ちょっと調べた限りではわからないです。

【教育長（岡田）】 こういう体力測定の、持久走なんかは個人によるかもですけれども、種目

によってはコツというか、少し練習すると一気に数字が上がったりするので。あとは休み時間

等にボールを投げたり、ジャンプしたりしていくとよろしいのかもしれないですね。

よろしいですか。

┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄

６ 青梅市の学校給食のイメージキャラクター（デザイン部門）の決定について（学校給食セン

ター） 

【教育長（岡田）】 次に、教育長報告事項６、青梅市の学校給食のイメージキャラクター（デ

ザイン部門）の決定について、を説明いたします。

【学校給食センター所長（渡部）】 それでは、青梅市の学校給食のイメージキャラクター（デ

ザイン部門）の決定について、報告資料６にもとづきまして、ご報告させていただきます。

まず、１の目的といたしましては、児童・生徒が青梅市の学校給食に親しみを持ち、身近に

感じてもらえることを目的として、青梅市の学校給食をイメージしたキャラクターデザインを、

市内小・中学校に在学している児童・生徒から募集しております。

２の作品数といたしましては、小・中学校各１点。

３の応募期間としましては、９月３日から１０月３１日まで、約２カ月間の応募期間を設け

ております。
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４の応募数ですが、小学校が個人応募が５９３点、グループ応募が１２点、計６０５点。中

学校が個人応募が７４点、グループ応募が５点、計７９点。合計では６８４点の多くの応募を

いただいております。

５の一次選考といたしまして、まずは選考委員会で事前に予備選考を行いまして、小・中学

校各２０点に絞ったものを、教育長を初めとする選考委員の方々７名によって、選考基準によ

って上位３作品を各小・中学校とも選んでおります。

６の決戦投票。平成３１年１月２８日から２月１３日まで、小・中学校１学級１票で投票を

行い、最も得票数の高い作品を選定しております。

７の投票結果といたしましては、小学校につきましては新町小学校６年○○さん、中学校に

つきましては霞台中学校２年○○さん、それぞれグランプリとして決定しております。こちら

の２点につきましては、青梅市の学校給食のイメージキャラクターに決定いたしました。

続きまして、裏面をご覧ください。具体的に作品なんですが、小学校の部は左です。牛乳を

イメージしたものです。ご本人のコメントですと、青梅市は梅が有名だから、牛乳の目の中に

梅の花を入れましたと。パートナーにもフォークに梅の花をつけます。靴はソラマメにして、

食材となるものを描きましたということだそうです。中学校の方もやはり牛乳です。大好きな

牛乳の瓶から元気に飛び出して、毎日完食をする子どもです。工夫をしたところは、青梅市の

花の梅を描いたことと、多摩川のきれいな水と青梅の青をイメージして、キャップを水色にし

たところです。この２つがグランプリに選ばれております。

８の表彰式ですけれども、せんだって２３日（土）青梅市役所２階の２０４会議室の方で行

っております。グランプリ２名、準グランプリ４名に、青梅産の杉の間伐材（苗木）を使った

賞状盾を、イメージキャラクターを刷り込んだ形で各お子さまに授与しております。

なお、今回決まったキャラクターですけれども、今後は給食だよりとか、献立表とか、そう

いうものにまずは使っていきたいと考えております。それと、名前がまだ決まっておりません

ので、ネーミングについては来年、新たに選んでまいります。

実際、今回選考委員の中に、市内の絵本作家の本橋先生に入っていただいております。本橋

先生からは、給食だよりの方にこのキャラクターを使って連載をしたいというお話もいただい

ておりますので、ちょっとその部分も検討していきたいと考えております。

報告は以上です。

【教育長（岡田）】 説明は終わりました。ただいまの説明に対して何かご質問、ご意見等ござ

いますか。

【委員（稲葉）】 毎回給食だよりをいただいているんですけれど、私の息子たちが小学生だっ

たときの給食だよりより断然中身がいいなという感じで、お母さんが見ても、これもう一回お

うちでつくってみようかなという感じのすてきな給食だよりになっているので、とても楽しみ

に毎回拝見させていただいています。

【委員（手塚）】 １２月の一次選考にお邪魔させていただいていて、本当に力作揃いで、デザ



17

イン的には優れているものもあったんですけど、やっぱり使い勝手とか、給食だよりの小さい

サイズでも載るとか、そういった条件もあって残っていった作品が選ばれたんだなという感じ

です。

最後のところに出ていました杉の間伐材の賞状盾、すごくすてきで、マークがちゃんと色も

全部再現されていて、これをもらった子たちはうれしいだろうなと思いながら授与させていた

だきました。青梅ならではの賞状だったんじゃないかなと思います。

ネーミングの方も早く決まると……本橋先生も名前が決まらないと連載もしづらい感じです

か、そうでもないですか。愛されるキャラクターで、子どもたちやおうちの方々が給食に関心

をもっともっと持ってもらうというところにぜひつなげていただければと思います。

【委員（大野）】 どうでもいいような提案ですけど、最近、池袋なんか歩くと、バスの大きさ

の動く広告みたいなものが目につきますね。このキャラクターは給食の配送車なんかにまたプ

リントしてもらうと、歩く広告媒体となって、市民の方が楽しみなんじゃないかなと、今聞き

ながら思いました。

【学校給食センター所長（渡部）】 実はこのキャラクターを募集する際に、そういう話も少し

内部ではしております。ただ、あとは、今配送していただいている会社の方にお願いするとな

ると、それなりに費用等がかかるという形で、まずは自分のところでできるところから使って

いこうというところで始めるような形を考えております。将来的には、今みたいなラッピング

的なもの、いわゆる配送車につけるということもすばらしいことだと思いますので、検討はし

てまいりたいと考えております。

【教育長（岡田）】 先日、ゆとろぎに行ったときに、羽村と瑞穂は共同調理場なんですけど、

羽村と瑞穂でこういうキャラクターではなくて学校給食の絵を描いてもらったものの最優秀賞

がそのまま配送車になっていましたので、今度そんな情報も聞いてもらって、検討していきま

しょうか。

【委員（榎本）】 結果を見て、やっぱり給食というと牛乳なのかなと思ったんですけど。結構

廃棄で苦労なさっているということですが、その後はどうなんでしょうか。

【学校給食センター所長（渡部）】 やはり夏場になると減ると。夏場は喉がかわくというとこ

ろで減るんですけれども、冬場はやはり大量ごみに残ってくるというところで、同じような傾

向がずっと続いております。せんだって議会の方でもその質問もいただいております。一応、

給食センターの方でも何が一番いい方法なのかというところを、まだ探っているところであり

ます。本来は、牛乳だけではなくて全体の残菜のことを考えなければならないんですが、どう

しても牛乳の方が目立ってしまう。全く飲まないものを廃棄する、棄てるという行為が出てし

まうものですから目立ってしまう。そういう中では、特に牛乳については、今後もなるべくま

ずは飲んでいただく。もう一つは、廃棄する方法についても、よりよい方法はないかというの

をさらに検討してまいります。

準グランプリも大体牛乳です。２０点ずつ手塚先生に見ていただいたんですけれども、多い
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のはやはり牛乳とパンになりました。ご飯は少数派でした。ご飯はちょっと描きにくいからだ

と思うんですけど、描きやすいのはパンとか、必ず牛乳を持っていたりしますので、イメージ

しやすいのかなと思います。

【教育長（岡田）】 新聞報道なので、まだはっきり確認はできていないんですけれども、都議

会の中で、中井教育長が答弁の中で、牛乳のストローを廃止することを考えていきたいという

発言をされています。そうなると、器に移してということになるので、今度は容器を考えなけ

ればいけないなということがあるんですけれども。個人的に思ったのは、容器に移すのであれ

ば、一人一人ではなくて２リッターの大きいのであれば、封を開けなければ次の日に使えます

から、ロスはなくなるかなとは思うんです。逆に、一回一回の器の購入と洗浄というのが発生

するなと。極論をいえば紙コップということもあるかもしれないですけど。そこはこれから、

東京都が都議会で答弁していますので、何か市区町村に対して話がくるかもしれません。その

ときは所長、情報収集をお願いしたいと思います。

よろしいですか。

┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄

７ 青梅市新生涯学習施設（仮称）建設検討委員会設置要綱の廃止について（社会教育課） 

【教育長（岡田）】 次に、教育長報告事項７、青梅市新生涯学習施設（仮称）建設検討委員会

設置要綱の廃止について、を説明いたします。

【社会教育課長（塚本）】 青梅市新生涯学習施設（仮称）建設検討委員会設置要綱の廃止につ

いてご説明いたします。

報告資料７をご覧ください。

本委員会では、青梅市文化交流センターの建設について、必要な事項の調査および検討を終

え、本日付の議案をもって教育委員会および市長に対し、最終検討結果の報告を予定している

ことから、第１１項第１号 実施期日の規程「最終検討結果の報告のあった日の翌日をもって

廃止する」とあるように、その翌日をもって本要綱を廃止しようとするものであります。

説明は以上でございます。

【教育長（岡田）】 説明は終わりました。ただいまの説明に対して何かご質問、ご意見等ござ

いますか。

よろしいですか。

┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄

８ 平成３１年度社会教育事業年間計画について（社会教育課） 

【教育長（岡田）】 次に、教育長報告事項８、平成３１年度社会教育事業年間計画について、

を説明いたします。

【社会教育課長（塚本）】 それでは、平成３１年度社会教育事業年間計画についてご説明いた

します。

報告資料８をご覧ください。
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これには、社会教育事業の年間スケジュールを、実施場所、四半期ごとに区分して記載して

おります。内容や時期等具体的なことにつきましては、今後、企画調整しながら進めてまいり

ます。現時点で、計画の概要ということでご承知いただきますようお願い申し上げます。

初めに、表の上段から、市民センター、文化交流センター、市役所・福祉センター、その他

会場におきまして、３１年度も各種講座・催しを企画・実施してまいります。

新たに開設する文化交流センターも活用してまいります。中段の視聴覚機材講習というのは、

文化交流センターの多目的ホールの照明・音響機材を公演等で利用希望の市民の方が活用でき

るようにするための講習で、年３回程度実施することを考えております。

その少し上、○サイエンスと書いてございますのは、科学センターにかわる新しいサイエン

スショーを企画しておりまして、７月の方にかかった位置に○がついているんですけれども、

スケジュール調整で９月の初旬あたりを検討しているところでございます。

その他、内容、日時など、詳細につきましてこれまでの実施結果から参加者の意見、感想な

どを参考にしながら、今後企画してまいります。

市民合唱団、児童合唱団および青少年吹奏楽団の定期演奏会および３団体合同のファミリー

コンサートにつきましては、羽村市生涯学習センターゆとろぎと福生市民会館で開催予定でご

ざいます。

また、青梅市総合文化祭につきましては、文化交流センターを主な会場として開催いたしま

す。開催規模の関係で、文化交流センターを使えない団体は、霞共益会館または、ゆとろぎを

会場として実施いたします。

下から３段目、小学校での放課後子ども教室につきましては、９月から新たに吹上小学校を

開設しまして、これをもって東小学校を除く１６校全校で実施していくこととなります。

それでは裏面をご覧ください。

次に、中央図書館の部分でございます。中央図書館では職場体験、ブックスタート、各種展

示、おはなし会（読み聞かせ）、教室・講座・イベント、乳幼児の一時預かり、カフェサービス

などの実施を引き続き計画しているところであります。

また、学校図書館運営支援については、小・中２６校に週１回５時間、本年度と同じ内容で

学校司書の配置を計画しております。

次に、郷土博物館では、「甲冑武具展」などの企画展を３回、新収蔵品展を１回実施予定でご

ざいます。

次に、美術館では、特別展「中島潔 新しい風－希望 明日へ生きる」を開催する予定でご

ざいます。そのほかにも企画展を２回、共催展を１回実施する予定でございます。

また、教育普及事業として、ギャラリーガイドや工作教室の開催も予定しております。

概要は以上でございます。

【教育長（岡田）】 説明は終わりました。ただいまの説明に対して何かご質問、ご意見等ござ

いますか。
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【委員（大野）】 昨年大変好評だったダンボールアートにかわるようなものというのは、今年

は特になさらないのですか。

【文化課長（北村）】 本年度、「ダンボールアート遊園地」特別展を開催しております。特別

展については大人向け、子ども向けを交互でやってきたいと考えており、来年度については「中

島潔」をテーマにして、大人向けということを考えております。ただ、教育普及事業として、

夏休み期間中に、昨年の「ダンボールアート遊園地」の際に行いましたダンボールの工作教室

を、内容は未定ですが一回行うことで入れさせていただきました。

【教育長（岡田）】 郷土博物館の「甲冑武具展」についても紹介していただけますか。

【文化課長（北村）】 郷土博物館の４月からの企画展「甲冑武具展」ですが、郷土博物館に、

御獄神社で所蔵しております国宝の「赤糸威鎧」の復原模造品がございます。そういった鎧に

関する資料が、博物館だけでなく市内にも古いお宅や神社仏閣の方にも所蔵されておりますの

で、そういったものを郷土博物館で一堂に集めて展示します。またこのたび、日本甲冑武具研

究保存会という全国組織の団体がございまして、団体の総会が５月の下旬に市内で行われるも

のですから、その団体と連携して、会員の方の持っているコレクションなども一緒に展示をし、

実施していきたいと考えております。

【教育長（岡田）】 また次回、近づいたときに紹介してください。

ほかにはよろしいですか。

┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄

９ 諸報告

（１） 委員会等会議録

ア 青梅市社会教育委員会議会議録（社会教育課）

（２） 事業等の実施予定について

ア 生涯学習事業実施予定について（社会教育課・文化課）

（３） 事業等の実施結果について

ア 青梅サタデークラスの実施状況（１２月、１月）について（教育指導担当）

イ 長期欠席児童・生徒の状況（１月）について（教育指導担当）

ウ 生涯学習事業実施結果について（社会教育課・文化課）

エ 青梅市中央図書館利用者アンケート結果について（社会教育課）

【教育長（岡田）】 次に、教育長報告事項９、諸報告ですが、あらかじめ各委員には事前に目

を通していただいておりますので、何かご質問、ご意見等ございましたらお願いいたします

【委員（稲葉）】 社会教育委員会会議録のところで、３ページ目に委員さんの中から、「就学

前教育で、入学前の健康診断のときに、家庭教育インストラクターが、幼稚園や保育園と学校

の違いを講演し」というようなことで、３０年以上続けられている地域もあるということなん

ですけれども、この家庭教育インストラクターというのはどういう方なのかなというのがわか

らなかったので、ご存知でしたら教えていただければいいなと思います。
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【社会教育課長（塚本）】 詳細について確認してございません。

【教育長（岡田）】 誰の発言だったか覚えていますか。

【社会教育課長（塚本）】 確認して、次回報告させていただきます。

【委員（稲葉）】 本年度、家庭教育講演会で、ねむのき幼稚園で幼稚園と小学校、まさに小１

プロブレムの講演をしていただいたんです。ああいうふうな形で入学前の年長さんのクラスの

お母さんたちに、就学直前ではなくて半年前ぐらいに、小学校ってこういうところなんだよと。

お母さんたちも準備のためにいろいろ不安を抱えていらっしゃるので。この間の講演会ではお

母さんとグループワークで、こんな悩みを抱えているんだよと相談もできたので、そういう場

の提供はとてもいいかなと思います。本当にしなければならない心配と、この心配は別に心配

にあたらないことだったんだなというところで、お母さんたちとても安心して帰られています。

直前ではなくて半年ぐらい前、そういう準備段階の説明会が教育委員会の方からあれば、お母

さんたちとっても安心されると思うんですけど。

【社会教育課長（塚本）】 こちらの家庭教育講演会は、昨年と同様に企画をさせていただいた

ところでございます。そのほかに、もし小１プロブレムが改善できるような企画ということが

ありましたら、また実施させていただきたいと思います。よろしくお願いします。

【委員（手塚）】 社会教育委員会議の中で成人式について触れられているんですが、青梅では

あくまでも二十歳で成人式というのは、まだ公式にどこかでお伝えということはないんでしょ

うか。教育委員会がやることではないのかもしれないんですけど。なぜ心配しているかという

と、成人式の準備って２年前ぐらいから女の子は始まるので、もしそういったことがあるなら、

早めに公に青梅はこうなんですよというのを出していただけると、お母さんたち安心するなと

いうところがあります。

それから、不登校の状況ですが、１月までということで、今年の状況がわかる感じなんです

が、表を見ていてやっぱり多いなと思う学校がある。多いなと思う学校が、じゃ小学校時代は

どうだったんだろうと思って見ると、そんなにいなかったりもするので、中学校で何が起こっ

ているのかということがとても気になるのと、学校に全く来られないお子さんで、親御さんが

何らかの手だてをとっていたり、言い方は変ですが前向きな不登校で、学習をちゃんとされて

いるんだったらいいんですけど、学校に行くのが面倒くさい・勉強が嫌だで、中学校の勉強が

すっぽり抜けてしまっていると、絶対その人は社会的弱者にならざるを得ない状況にいってし

まうんじゃないかということを心配しています。

特に多いなと思う学校というのは、何か不登校数が増える理由みたいなものは教育委員会の

方にあがってきているんでしょうか。もし何かあれば教えていただきたいなと思いました。

【社会教育課長（塚本）】 成人式の件、ありがとうございます。公式の場で具体的に検討して

いる訳ではありませんが、内部で検討した際には問題点がいくつかありました。まず一つには、

過渡期に３世代分いっぺんにやらなければならないため、会場の確保が難しいということ。ま

た多くの参加者が、その後の飲み会のために集まるという状況があるため、二十歳での開催を
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継続して「成人を祝う会」とか、「お酒を飲めるようになったことを祝う会」等が、良いかと内

部的には考えております。

【教育長（岡田）】 報道等でも、成人が１８歳になってしまうんですけど、成人式は二十歳の

１学年だけで継続する市町村が多いんじゃないかなということです。これが、確かに市長部局

で市長の鶴の一声的なところもある事案だとも思いますので、今後、他市の動向も踏まえて早

めに……。やるのであれば１年前から晴れ着の予約が始まっちゃいますので。２年前ですか。

しかるべき時期に市長とも、また皆様とも意向を……。社会教育委員会議の方からたたき台を

つくってもらってあげていくか。何よりも、近隣を含めた他の地区の動向などの情報収集に努

めてもらいたいと思います。

【教育指導担当主幹（拝原）】 先ほど、学校によって不登校の生徒が多い学校の特徴はという

お話をいただいたんですけれど、一概に大規模校が多いとか、小規模校が少ないとか、そうい

うことも言えないところもあったりして、大規模校でも少なめの学校もあれば、というのがあ

ります。

実は先日、「児童虐待を疑われる事実にかかわる緊急点検」というのが全国規模で行われまし

て、その中で不登校のお子さんで会えない子が何人いるかということを調べたんですけれども、

本市ではその調査の中ではその期間に限ったものでは１１名おりました。そのほかのお子さん

については、こちらにあがっているお子さんも、担任や何かしら実際お子さんと面会できたと

いうことにはなるんですけれども、この１１名の方については面会もできなかったということ

でした。ただ、保護者の方とは連絡がとれていて、どうしても子どもが出てこないと。先生が

訪問しても、いるのはわかっていても顔が見えてないので、顔が見えないと面会ができていな

いという報告になっていますので、そのような状況がございました。

その生徒の名前をあげてもらったんですけれども、実は私が以前いた学校からあがったお子

さんがいる学校がとっても多くて、その名前だけで見ますと、かつてご家庭が複雑な、引っ越

しが多いご家庭でしたり、ご両親がなかなか家にそろわなかったり、外国籍のご両親の方で日

本と文化が違うというか、そういったことが影響しているようなご家庭が多かったなという印

象を受けております。

こちらについては、昨年の全国規模の児童・生徒の不登校の調査でいきますと、本市は３０

日以上の欠席が２２０名おりました。ただ、適応指導教室（ふれあい学級）で登校復帰に向け

て指導をいただいているんですけれども、そこに参加できているお子さんは２０％程度という

ことで、そこにも大きな課題がございます。先日、議会の方でもこの辺の質問が出ておりまし

て、来年度にあたってはふれあい学級のあり方等についても、またふれあい学級の室長とも検

討しながら進めてまいりますということで、教育長の方から答弁させていただいてございます。

【委員（大野）】 この不登校の一覧表を見ますと、第三中学校を見てもらいたいんですけども、

第三中学校は学校も大きいけれども、最終的には３０日以上の不登校の数はかなりになるんだ

ろうと思いますが、全欠席はゼロなんですよ。この数字に間違いなければ。やはり先ほどから
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お話が出ているように、全欠席で誰とも会わないというようなことが一番心配ですね。また社

会性が育つということも含めて。そういう意味では、まあ不登校の中には数字としては入るか

もしれないけれども、とにかくどこかに行っている、社会のどこかにふれているということで

あれば、またちょっと安心できるかと思うんです。そういう意味で、第三中学校は不登校が多

いわりに全欠席がいないというのは何か理由があるのかなと。よい理由がね。そんなもので何

か押さえているものがあったら教えていただければと思います。

【教育指導担当主幹（拝原）】 具体的なところはつかめてございませんけれども、やっぱり担

任が足しげく家庭訪問したり、地道な努力を重ねている学校が多いかなというふうに思います。

また、スクールソーシャルワーカーも大変活躍していただいておりまして、登校支援の方もか

なりしていただいております。そういった成果かなというふうに感じておりますが。ただ、先

ほど申し上げたような家庭の状況がございまして、家庭訪問することを嫌がるようなご家庭も

あったりして、その辺がかなり難しいなと感じています。民生・児童委員さんとの連携につい

ても、この辺もかかわってくるところかなというふうに感じております。

【委員（大野）】 せんだって新町中学校のお話をしましたけれども、新町中学校は校長先生が

もう一部屋つくって、大学生に手伝ってもらいながら、また先生方も協力しながら、欠席と教

室との間のところというような工夫をなさっていますよね。これで見ますと、やっぱり新町中

学校も不登校の数としては多いけれども、全欠席が２名。

もしよかったら、事務局の方で、第三中学校がこうであるならば、やはり校長先生、副校長

先生に聞いたりしながらよく調べていただいて、そこで何かよその学校で使えそうなものがあ

ったら、積極的によその学校にもお知らせいただいていくといいんじゃないかなと思いますの

で、ぜひよろしくお願いします。

【教育長（岡田）】 では、今の点は第三中学校に確認して、次年度以降に活用できるように、

よろしくお願いしたいと思います。

【委員（大野）】 もう一点、サタデークラスですけれども、今年から業者委託で行っているわ

けですけれども、最終的に年度末を迎えて、子どもたちからの評価というんですか、アンケー

トなんかとっているのかな。たぶんプレテストも確かやったんじゃなかったかな。ポストテス

トもやるような話をしていましたけれども。その結果どういうふうになっているのかというこ

とについて、今おわかりになったら教えてもらいたいし、まだそういうふうな数字が出ていな

いということでしたら、ぜひ４月に、来年度からのサタデークラスを進めていくにあたって教

育委員会としてこういうことに力を入れてほしい、こういうことがよかった、そういうふうな

ことでまた業者にお願いできますので、ぜひわかったところを評価として教えていただければ

と思います。

【教育指導担当主幹（拝原）】 サタデークラスにつきましては、現在まだ１月までの集計しか

届いてございませんので、３月分が揃ったところで、次年度、特に回数も倍増して充実させて

いくということになっておりますので、取り組み状況等についてもまとめて、再度お願いして
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いきたいと思います。

【教育長（岡田）】 ほかにはよろしいですか。

それでは、教育長報告事項は以上で終了いたします。

┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄

日程第４ 協議事項 

１ 平成３１年度青梅市教育委員会の教育施策の概要について（教育総務課） 

【教育長（岡田）】 次に、協議事項に移ります。

協議事項１を議題といたします。平成３１年度青梅市教育委員会の教育施策の概要について、

を説明いたします。

【教育総務課長（浜中）】 それでは、お手元にございます協議資料１、分厚い冊子でございま

すが、こちらをご覧いただきたいと思います。

平成３１年度青梅市教育委員会教育施策について説明させていただきます。

なお、平成３１年度教育施策の概要のほか、青梅市教育推進プランもあわせて掲載をしてお

ります。

表紙から２枚おめくりいただきますと、１ページに教育目標、２ページから９ページまでに

５つの基本方針を記載してございます。こちらにつきましては、２月の教育委員会定例会にお

きましてご決定をいただいたところでございます。

本日は、１１ページ以降にございます平成３１年度青梅市教育委員会の主な教育施策を、基

本方針１から基本方針５にわたりまして項目を列記させていただいておりますので、こちらの

方の説明をさせていただきます。

まず、基本方針ごとの項目でございますが、１１ページ１の１「人権教育の推進」から始ま

りまして、２２ページの１２「スポーツに関する市長部局との連携」まで、それぞれ四角で囲

った４０項目ということで示させていただいております。これらの項目ごとに、その下にゴシ

ックの太字で書かれておりますけれども、さらに各施策がその下に記載してございます。こち

らは合計で１３０施策ということになっております。

各施策の頭に星印がついているもの、これは新規の事業でございます。それから菱形がつい

ているもの、これが重点施策または拡充施策をあらわしております。平成３１年度の内訳につ

きましては、新規が７件、重点および拡充が４０件、合計いたしますと４７本の事業というこ

とになります。

なお、他の施策も含めまして２２ページまで記載しております施策は、教育委員会事務事業

点検評価の対象となるものでございます。

それでは、２３ページをご覧いただきたいと思います。先ほどご説明いたしました各施策の

中で、ページ数が記載されている施策が２３ページから６９ページまでに対応しております。

平成３１年度の主な教育施策の事業内容として、ページごとに一つの施策を掲載して、中ほど

には事業目的や事業内容などの詳細を掲載しております。
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また下段には、年度ごとの目標達成の数値化として、事業期間ですとか年度別の仕事量、さ

らに評価として年度別評価等についての各項目を表にあらわした記載欄を設けております。

各項目の説明につきましては、一番下の部分に項目説明として記載してございます。ちょっ

と字が細かいんですけれども、項目説明を記載しておるところでございます。

次に恐れ入りますが、７１ページをご覧ください。こちらは青梅市教育推進プランというこ

とで、有識者からの提言が載っております。

次に、１０２ページでございます。１０２ページはＡ３の見開きになっております。「青梅市

教育推進プランの体系」ということで載せさせていただいております。一番左上が「教育目標・

基本方針」、その右には「推進プラン 提言の柱」、次の「提言の方向性」、「具体的な提言」ま

では教育推進プランの各内容となっております。この冊子の８２ページ以降に詳細が記載され

ておるところでございます。また一番右側に、「教育施策との関連」とございますけれども、ご

説明しました各施策が、教育推進プランのどの提言と連携しているかということをあらわした

ものでございます。

今後、この施策、各担当課ごとに分かれておるわけでございますけれども、これら各教育施

策の実現に向けて引き続き努力を重ねていく、そういうものでございます。

内容につきましては、今の雑駁な説明で申しわけないんですけれども、以上で説明を終わら

せていただきます。

よろしくご協議の上、ご承認を賜りますようお願いいたします。

【教育長（岡田）】 説明は終わりました。ただいまの説明に対して何かご質問、ご意見等ござ

いますか。

新年度のとれた予算にあわせて個々の事業を記載して、また後ろの方にはそれをシートごと

にということですよね。文言については何回か皆さんで吟味していただいたと思います。

【委員（稲葉）】 ここは小・中学校の管轄で抱えていると思うんですけど、文科省の管轄では

幼稚園も入っています。やっぱりこども園も増えてきていまして、２０２０年度には確か青梅

市にもこども園ができると思うんです。そこのところで、教育委員会が保育園・幼稚園の乳幼

児から――人間教育のところは社会教育課の方である程度つながりがあると思うんですけど、

そこを例えば人間教育として見るならば、かかわり方が小学校、中学校だけでいいのかなとい

う疑問があります。やっぱりゼロ歳児からの子育て応援をしていますと、ゼロ歳児の育ちのひ

ずみが全部、幼稚園、小学校、中学校で出てきているのは顕著なんですね。３０年ぐらいずっ

と携わっているので。例えば小学校であがってきた問題を解決するためには、ゼロ歳の乳児の

時期に戻らないとなかなか解決できないことが多いので、それであるならば乳児のところまで

は下がれないかもわからないけれど、幼稚園・保育園のところとの連携を密にしたような（こ

こには入らないかもしれませんけど）、連携を持った青梅市全体の就学前の子どもたちとの教育

のつながりというのがあっていいのかなと思うんです。そこはまだ文科省とか厚労省がどう考

えているかという深いことはちょっと私わからないんですけど、青梅市の子どもたちの育ちを
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考える場合、元気のいい子どもたちを輩出するためには、そこまで考えていかないとだめかな

と思うんですけど、いかがでしょうか。これはもう素朴な疑問なんですけど。

今のところ、青梅市は子ども家庭支援部とこちらの学童の部分があるんですけど、ある都道

府県ではもう県単位でひとくくりにして、「子ども部」という形で全部網羅しているところもあ

るんです。県教委の方が出てこられたんですけど、そこを一括するのにものすごく苦労が要っ

たということです。感覚がそれぞれ違うし、それこそ考え方が違うので苦労したんだよと。女

性の県教委の方だったんですけど。やっぱりそこをひとくくりにして初めて、子どもたちのゼ

ロ歳から１８歳までの健全な育ちを継続的に応援することができるようになったと、とても喜

んでいらっしゃいました。そこのところは、苦労があるかもしれませんけれど、将来の子ども

たちの育ち、それが成人になっていくわけですから、少子化しているんだったら、大規模な都

市部じゃないのでできるのではないかなと、切に希望するところです。子ども部ができればい

いなと思います。

【教育部長（渡辺）】 先ほど来、保育園・幼稚園と学校、行政の連携というお話がございます。

市も、そこを一つの部とするというところの話もあったこともありますけれども。現段階では

そこまではないんですが、いずれにいたしましても、今先生からお話がありました子ども家庭

部との連携ということはございます。社会教育などでは、各家庭での教室をやっている部分も

ありますので、そういうことも考えなくちゃいけないなと、把握する中で連携というものにつ

いても市内部では図っていきたいなというふうには考えております。

【教育長（岡田）】 この中では、５ページの１１「幼児期の教育と小学校教育の接続」、ある

いは次のページの４「家庭教育の支援」のところで若干ふれているんですけど、組織的なもの

としては、昨年度でしたか、組織改正の中で子ども家庭部を教育委員会に移管して、就学前か

ら一貫化というのがあったんですけど、別の課題がありまして、それは現在のところは止まっ

ております。２３区等を見ますと、足立区等では、就学前の保育園・幼稚園が教育部に入って

おりますので、それはまた次年度以降の組織改正の中で市長部局ともよく協議しながら、就学

前の所管をどうするかについてはオール青梅で検討したいと思っております。

また、昨年度は東京都の幼児教育担当の主導主事の久米さんを講師にお呼びしまして、市内

の保育園長、幼稚園長、学校長を対象に、就学前教育との接続ということでの講演をいただい

た後、懇親会を開いて、学校と保育園・幼稚園の園長との交流を図ったこともやっております。

それについては、校長と園長が集まりましたので、新年度は副校長と主任、保母さんを対象に、

また東京都の幼児教育担当の方を講師に迎えてやることも考えていきたいと思っております。

ほかにいかがでしょうか。この件についてはよろしいですか。

それでは、協議事項ですのでお諮りいたします。

本件を承認することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

【教育長（岡田）】 異議なしと認めます。よって、平成３１年度青梅市教育委員会の教育施策
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の概要について、は承認されました。

┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄

２ 青梅市教育委員会防犯カメラの管理および運用に関する規則の一部改正について（教育総

務課・社会教育課） 

【教育長（岡田）】 次に、協議事項２を議題といたします。青梅市教育委員会防犯カメラの管

理および運用に関する規則の一部改正について、を説明いたします。

【教育総務課長（浜中）】 それでは、協議資料２をご覧いただきたいと思います。青梅市教育

委員会防犯カメラの管理および運用に関する規則の一部を改正する規則要綱について、ご説明

をさせていただきます。

まず初めに、青梅市教育委員会防犯カメラの管理および運用に関する規則についてご説明を

させていただきます。

この規則につきましては、青梅市教育委員会が所管する学校等の諸施設に設置をされており

ます防犯カメラの取り扱いについて、必要な事項を定めることによりまして、その適正な管理

および運用を図ることを目的として、この規則は制定されたものでございます。

このたび、２の改正の内容にありますとおり、青梅市青梅図書館、そして青梅市文化交流セ

ンター、こちらの２つの施設が新しく開設されることに伴いまして、こちらも防犯カメラを設

置する施設でございますので、この２施設を管理運用に関する規則の中に盛り込む、追加する

と、そういった内容の一部改正でございます。

施行の期日は、青梅図書館が平成３１年４月１６日、青梅市文化交流センターが条例施行の

日というふうになっておるところでございます。

説明は以上です。よろしくご協議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。

【教育長（岡田）】 説明は終わりました。ただいまの説明に対して何かご質問、ご意見等ござ

いますか。

【委員（手塚）】 今回敷設されるカメラは、学校にあるようなモニターで見るものなんですか。

それとも通学路とかについた、記録をとっておいて、何かあったときに開くというタイプのも

のなんでしょうか。

【社会教育課長（塚本）】 両方ともモニターで見られるタイプのものです。

【教育長（岡田）】 ちなみに青梅の図書館ということは、もうすでに青梅の市民センターとし

て、これまでは市長部局で管理しているものがあるんですか、新たに設置するんですか。

【社会教育課長（塚本）】 新規になります。今までは事務所に職員も多くいましたが、日中は

図書館職員の２名体制になりますので、学習室等の視界に入らない場所の安全対策で設置する

ことになります。

【教育長（岡田）】 ちなみに、台数はそれぞれ何台ぐらい置くんですか。

【社会教育課長（塚本）】 ３台予定しております。文化交流センターの方は各フロアに３台ず

つで、青梅の図書館の方は館内に３台設置する予定です。
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【教育長（岡田）】 そうすると、地下と地上だと１５台ぐらいあるんですか。

【社会教育課長（塚本）】 かなりの台数になります。

【教育長（岡田）】 それは事務室で分割してモニターで確認できるわけですか。

【社会教育課長（塚本）】 はい。

【教育長（岡田）】 それはいつかぜひ視察に行きたいと思いますけれども、よろしくお願いし

ます。

ほかにはよろしいですか。

それでは、協議事項ですのでお諮りいたします。

本件を承認することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

【教育長（岡田）】 異議なしと認めます。よって、青梅市教育委員会防犯カメラの管理および

運用に関する規則の一部改正について、は承認されました。

┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄

３ 組織改正等に伴う関係要綱等の整備について（教育総務課） 

【教育長（岡田）】 次に、協議事項３を議題といたします。組織改正等に伴う関係要綱等の整

備について、を説明いたします。

【教育総務課長（浜中）】 それでは、協議資料３をご覧いただきたいと思います。組織改正等

に伴う関係要綱等の整備について、ご説明をさせていただきます。

なお、この組織改正につきましては、平成３１年２月１日の教育委員会におきまして、その

概要を説明させていただいたところでございます。

主なところでは、拠点整備部という今井インターチェンジのところを担当する部門ができる。

それから、健康福祉部の高齢介護課が２つに分かれる。そういった内容でございます。

そんな中で、今回の改正の理由は、平成３１年４月１日からの組織改正に伴います、教育委

員会が所管する関係要綱について、所要の規定の整備を行おうとするものでございます。

具体的に２の改正する内容でございますが、まず№１、青梅市学校給食費公会計化に関する

検討委員会設置要綱において、その組織する委員から「栄養担当主査」を削るものでございま

す。

№２として、青梅市生涯学習推進本部設置要綱におきまして、庁内推進会議の構成員中「健

康福祉部高齢介護課長」を「健康福祉部高齢者支援課長」に改めるものでございます。

また、№３および№４でございますが、釜の淵市民館とふれあいセンターの使用料を減免す

る基準における免除団体から、こちらはこの間説明しなかったかもしれませんが、「青梅市みど

りと水のふれあい事業推進協会」という団体がございますけれども、今回、市の機構に絡めて、

この組織自体がなくなります。そんなことで、釜の淵市民館とふれあいセンターの免除団体か

ら、その組織そのものがなくなりますので、要綱の文から削るというものでございます。

以上、４件の要綱、基準を改正するものでございますが、施行の期日につきましては、いず
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れも平成３１年４月１日とするものでございます。

説明は以上です。よろしくご協議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。

【教育長（岡田）】 説明は終わりました。ただいまの説明に対して何かご質問、ご意見等ござ

いますか。

【委員（手塚）】 釜の淵市民館とふれあいセンターというのは、いつまで使えるんですか。

【社会教育課長（塚本）】 永山ふれあいセンターにつきましては、文化交流センターのオープ

ンと同時に閉鎖になりますので、５月の６日までです。釜の淵市民館の方も、貸出しにつきま

しては同日でストップ、施設としては翌週に新緑祭がありますので、そこまでの事業をうちの

所管としてやっていくということでございます。

【教育長（岡田）】 今のところ、永山ふれあいセンターは東京都から無償譲与している関係で、

もうしばらく社会教育課の管理する倉庫という形で管理していきます。なお、全体の電源等は

切りますけれども、陶芸窯があそこの奥にあるんですけれども、あちらについては引き続き市

内の陶芸を愛好される方々に管理していただく方向で、その後ろのプレハブ小屋とあわせて、

そこに限ってしばらく活用していただこうかなと計画しております。

また、釜の淵市民館については、教育委員会の財産となりますけれども、管財部門の普通財

産として何らかの貸出しする施設になるように、これから市長部局の方で調整していただける

んじゃないかなと思っております。教育委員会は管理しませんけれども、市長部局等で、ある

いはまちづくり会社等、別のところが管理して市民が利用できるものになっていければいいか

なと思っております。

その具体的なところが、市長部局の方で動きが進んでいないんですけど、永山ふれあいセン

ターについては全体は閉鎖しますけれども、陶芸窯だけを利用するような形で考えております。

【委員（稲葉）】 陶芸窯と、後ろの建物ですか。

【教育長（岡田）】 そうです、おりていった坂の途中にあるところです。

【委員（稲葉）】 私は、書でよくあそこを使うんですけれども。陶芸じゃないとあのお部屋は

使えないという感じになるんですね。

【社会教育課長（塚本）】 現在計画しているのは、文化交流センターの方には陶芸窯が設置で

きなかったので、陶芸の何団体かあるんですけど、そこで管理団体をつくっていただいて、そ

の団体に対して通年で貸出すような手法を考えております。したがいまして、その団体以外の

方はちょっと使用できないということになります。陶芸窯と、プレハブの中を作陶ができるよ

うな形にちょっと改造する予定です。

【教育長（岡田）】 ２０畳ぐらいあるかな。

【社会教育課長（塚本）】 かなり広いです。トイレも使えるようになっております。

【教育長（岡田）】 初夏には、あそこは風が通ると非常にいいですね。静かだし。初夏の日暮

らしの頃、夕暮れもいいかもしれない。

よろしいでしょうか。



30

それでは、協議事項ですのでお諮りいたします。

本件を承認することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

【教育長（岡田）】 異議なしと認めます。よって、組織改正等に伴う関係要綱等の整備につい

て、は承認されました。

┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄

４ 青梅市学校規模適正化基本方針（案）について（学務課） 

【教育長（岡田）】 次に、協議事項４を議題といたします。青梅市学校規模適正化基本方針（案）

について、を説明いたします。

【学務課長（石川）】 それでは協議事項４、青梅市学校規模適正化基本方針（案）につきまし

て、ご説明させていただきます。

初めに、この基本方針（案）を策定するに至りました経緯につきましてご説明申し上げたい

と思います。

平成２７年１月に、文部科学省で公立小中学校適正規模・適正配置等に関する手引書という

のが策定されております。こちらを受けまして、青梅市学校規模適正化検討委員会におきまし

て、基本方針（案）の策定について検討されてまいりました。この間、平成２９年３月に策定

されました青梅市公共施設等総合管理計画との整合性を図ることを含めて検討する中で、本年

３月１１日に開催いたしました平成３０年度第２回青梅市学校規模適正化検討委員会におきま

して、基本方針（案）につきましてご協議をいただき、承認を得たところでございます。それ

によりまして、本日の定例会に協議事項としてご提案申し上げ、ご協議いただこうとするもの

でございます。

それでは、協議資料４、青梅市学校規模適正化基本方針（案）をご覧いただきたいと存じま

す。

こちらの基本方針（案）につきましては、８項目にわたる内容でございます。

初めに、１といたしまして、学校規模適正化の目的でございます。一番下の段落になります

けれども、学校規模適正化の目的は、よりよい教育環境の実現にある、規模の適正化により、

児童・生徒数や学級数、地域事情等による課題の改善を図り、幅広く多様な学習環境を提供し、

社会性や規範意識を身に付けることができる教育環境の向上を目指す、としております。

続きまして、２の適正化の基本的な考え方でございます。学校が歴史と伝統を持ち、地域と

密接な関係を持ってきたことを踏まえ、地域の事情に十分配慮し、保護者や地域住民の理解と

協力を得て適正化を進めていくこと。通学が児童・生徒に与える影響を考慮し、通学距離、通

学時間、通学手段、通学路の安全性に十分配慮すること、としております。

続きまして、３の現状と課題についてであります。（１）児童・生徒数の現状と教育人口推計

についてであります。東京都の人口推計値にもとづきまして推計をしておりますけれども、小

学校の児童数につきましては、平成３０年度６，２１４人になりました。ピ―ク時、昭和５７
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年度の１万２，０２３人と比較しますと５１．７％、５年後の平成３５年度を推計いたします

と５，２５１人で、ピーク時と比較しますと４３．７％になっているところでございます。

また、中学校の生徒数では３，２７５人で、ピーク時は昭和６２年度の６，３０１人でござ

います。また、平成３５年度推計ですと３，０３１人と、ピーク時に比べますと４８．１％ま

で減少することが見込まれております。

しかしながら、小・中学校数につきましては変化していないため、規模が小さな学校が増加

していくところでございます。

次のページに移りまして上から２行目、全市的に見ますと減少傾向にありますけれども、地

域によりましては増加傾向の学校もございます。

なお、参考資料といたしまして、７ページの次のページ、参考資料１としまして児童・生徒

数推移。昭和５７年度、平成３０年度、平成３５年度、中学校の場合には昭和６２年度。その

下は学級数の推移をあらわしたものでございます。その次のページは、青梅市立小学校通学区

域図を参考資料２としてお示ししてございます。また、次のページ、参考資料３といたしまし

て、青梅市立中学校通学区域図をお示ししたところでございます。

２ページにお戻りいただきたいと思います。

（２）といたしまして、東小・中学校を除く学校の状況。小学校１６校のうち５校が１１学

級以下、そのうち３校が単学級となっております。また中学校は１０校中４校が８学級以下、

うち２校が単学級でございます。

（３）といたしまして通学距離、時間、手段の状況、（４）が小規模校における課題、（５）

で大規模校における課題、（６）で老朽化する校舎の更新、（７）で少人数教室・特別支援学級

の教室の確保について記載をしております。内容につきましては、こちらにお示ししたとおり

でございます。

続きまして、３ページ中段、４の望ましい学校規模と配置につきまして記載をしております。

（１）の学級数についてでは、小学校では１２学級以上で２４学級を超えない範囲で、小学

校は全学年でクラス替えやグループ学習などの充実を図ることができ、学年に複数の教員が配

置できる１２学級以上で、学校施設の使用に支障をきたさず、教員と児童の関わりを良好に保

つことができる２４学級以下が望ましいこと。

中学校では、教科担任制で５教科に複数の教員が配置でき、全教科専任教員が配置できる９

学級以上が望ましいことから、９学級以上１８学級までとし、該当校は７校であります。

なお小・中学校ともに、いずれも許容範囲につきましては、記載したとおりでございます。

（２）児童・生徒数につきましては、学級の最少規模といたしまして、小・中学校ともに１

学級当たり２０人程度が確保できる規模としております。

次のページにお移りいただきたいと思います。（３）の小・中学校の適正配置では、適切な公

共交通手段を確保すること、通学距離については小学校はおおむね４キロメートル以内、中学

校はおおむね６キロメートル以内。通学所要時間は、小学校、中学校ともにおおむね１時間以
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内としているところでございます。

次に、５の適正化の対象といたしまして、教育環境の向上が期待できる学校を規模適正化の

対象としております。

（１）小規模校では、小規模校のうち速やかな対応が必要と考えられる学校を対象としてお

り、小学校では６学級以下で、今後複式学級になると見込まれる学校、全ての学年の児童数が

２０人未満になると見込まれる学校。中学校では３学級以下で、今後複式学級になると見込ま

れる学校、全ての学年の生徒数が２０人未満になると見込まれる学校、としております。

なお、（２）の大規模校については、記載はありますが、該当はございません。

続きまして、６の適正化の方法といたしまして、５項目をあげております。全体といたしま

して、地域の歴史や特性、支会や自治会等、地域のまとまりに配慮し、個々の状況に応じて、

統合、通学区域の見直しなどを検討することとしており、（１）では学校の統合、（２）では通

学区域の見直し、（３）では通学区域の弾力化、（４）で小規模特別認定校制度、（５）で小・中

学校一貫教育、としております。

なお、（３）通学区域の弾力化につきましては、平成３０年度におきまして要綱を改正したこ

とから、平成３１年度の新入学児童から、最短距離にある学校への通学ができるよう改正とな

ったところでございます。

次に、７の留意すべき事項といたしまして、（１）から次のページの（５）まで、５項目をお

示ししているところでございます。

最後に、８の対応が必要な学校といたしまして、（１）から（３）までとしております。

（１）では児童・生徒数により対応が必要な学校として、早期に対応が必要な規模で、こち

らは該当はございません。近い将来に対応が必要な学校として、小学校２校、中学校１校。今

後の推移により対応が必要な学校として、小学校４校、中学校２校。小規模特認校として、成

木小学校、第七中学校で実施しているところでございます。

対応の方法といたしましては、学校の統合、通学区域の見直し、通学区域の弾力化、小規模

特認校制度、小中一貫校、こちらの方法を用いるとしたところでございます。

（２）耐用年数にもとづく対応が必要な学校として、築５０年以上経過している学校としま

して、小学校２校、中学校２校。築４５年以上経過している学校といたしまして、小学校６校、

中学校３校をお示ししてございます。

（３）青梅市公共施設総合管理計画にもとづきます複合化を予定している施設といたしまし

て、北部地域、西部地域、いずれも記載のとおり小・中学校と市民センターとの共有化を図り

更新する、としております。

ただ、下の欄にございますけれども、「青梅・長淵・東青梅・河辺地区」と「大門・新町・今

井地区」の学校施設につきましては、地域性もありまして、集約化・複合化による施設面積の

縮減を検討し更新する、としております。

本基本方針（案）の策定によりまして、今後、少子化による影響や老朽化が進む学校につい
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て適正化を図る上での大きな指針といたしまして、今後の統廃合や通学区域の見直し、複合化

など学校規模の適正化を検討する上での指針として活用してまいりたいというふうに考えてお

ります。

また、学校規模適正化に向けまして、今後検討委員会の中に部会を設けまして、その中で検

討し、それを学校規模適正化検討委員会の方で協議するということにしたいと考えているとこ

ろでございます。

説明は以上でございます。よろしくご協議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。

【教育長（岡田）】 説明は終わりましたけど、ちょっと私の方から確認です。方針（案）とい

うことで客観的な資料であることはわかるんですけれども、じゃそれを指針として、具体的に

いつまでに何をするか、そこはまだこれからということですか。学校規模適正化検討委員会で

取りまとめた現状と課題というところで、その先はまだこれからですよと、そういうことでと

らえて、今日は協議すればよろしいんでしょうか。

【学務課長（石川）】 教育長がおっしゃるとおりでございまして、今現在でこの学校規模適正

化についてはこういった方針をもとに検討していきたいという現状でございまして、今後学校

をどうしたいという具体的なことにつきましては、今後協議を重ねてまいりたいというふうに

考えているところでございます。

【教育長（岡田）】 ということです。現状がどうで、課題はどういうものがあるかということ

が取りまとめられたところでご協議いただきたいと思います。ただいまの説明に対して何かご

質問、ご意見等ございましたらお願いいたします。

【委員（稲葉）】 学校が統廃合されるというのは、とても地域にとって大きな問題だと思うん

ですね。その中で、教育委員会がよしとする感じでもっていくのか、地域との相談をきちんと、

検討委員会の中に地域と一緒になって学校の統廃合を考えていくのか、その辺はどうお考えな

んでしょうか。

【学務課長（石川）】 こちらの基本方針（案）をもとに、今後具体的にどういう方向にもって

いくかというような計画を改めて立てる必要があるというふうに考えております。そういった

中で、こちらの方針（案）の中でも説明申し上げたところでございますけれども、児童・生徒、

保護者、地域の方、関係者の理解が不可欠でございますので、具体的な方向性が出る段階で、

そういった関係者の方たちには丁寧に説明する中で適正化を進めると、そういった考えで進め

ていきたいというふうに考えているところでございます。

【教育部長（渡辺）】 ちょっと補足でございます。もちろん委員おっしゃるとおり、地域の理

解なくして学校の統廃合というものはなかなか厳しいなということは認識しているところでご

ざいます。ちなみに、例えば第七小学校と第六中学校の小曾木地区でございますが、ここは地

区の方々が、現在そういったことも含めて、小曾木センターもありますけれども、どうしよう

かということで積極的に検討しているという話も聞いております。いずれにいたしましても、

この統廃合については地域との連携を図って行わなければならないということで、学校規模適
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正化検討委員会という中ではその辺の話もしておりますので、そこをまずクリアしてからのと

いうことで認識する中での検討を行っていくと、そういう段階でございます。

【教育長（岡田）】 青梅市では過去、昭和４６年に第四中学校と第五中学校が統合していまし

て、平成８年には第八小学校、第九小学校、第十小学校の３校が統合していますけれども、や

はり４年とか５年とか長い年月をかけて地域との合意形成を踏まえているということです。こ

の中で見ていくと特にわかると思うんですけれども、６ページをご覧いただきますと、（２）で

築後の経過年数がありますので、やがては耐震補強しました建物も改築になっていくと思いま

す。改築にあわせて統廃合の問題も近い将来、具体的に数年間時間をかけてまとまっていくん

じゃないかなと思うんです。

１ページにありましたが、ピークのとき、倍以上のときは、増えたときは新設校は待ったな

しだったんですけれども、減っていく場合は器としては足りているわけですので。それと、学

校が多いほど教員も増えますけれども、教職員につきましては全部、県費負担職員ということ

で市町村の人件費は増えませんので、数名の事務職員、業務職員がおりますけれども、よりゆ

とりある教育環境と。学校数が多い方が１クラス２０人、３０人で学級をつくれます。大規模

校になりますと、３５から４０の間になっちゃいますので５クラス、６クラスになる。小規模

校であれば、２０人、３０人の小さいクラスができます。そういう点では、２３区も含めても

かなり１００人以下の、あるいは２００人以下の小学校が、港区なんかは非常に多い状況があ

ります。

それと、やはり地域の方々の了解、子どもの声が聞こえなくなった地域はすたれていきます

ので、子どもの教育環境と地域とのすり合わせがないと統廃合が進まないという大きな課題が

あります。

ただし、ここはそういう中で現状と課題についての状況ができたというところでご協議いた

だければと思います。いつまでに何をするというのは、まだ時間がかかりますけど、現状こう

なっています、課題がこうありますというところが整理されたということでご理解いただけれ

ばと思います。

【委員（手塚）】 長期的な計画のもとになるというところで、メリット・デメリットのところ

なんかはそのとおりだと思いながら読ませていただきました。当面というか、もう目の前のと

ころでは、今年度から指定校の変更のルールを変えていただくというところで、小規模の学校

の方を選べる方たちが増えたということなんですが、そこのＰＲがまだまだ足りてないなとい

うところを感じています。これで取り上げていただいている本当の大規模の改革ができるのは、

５年、１０年とかそういう単位での先のことだと思うので、今目の前で大変な学校――ある小

学校の校長先生から、幼稚園・保育園でＰＲさせてほしいんだけどなみたいなお話も伺ってい

て、うちの学校は今こういう人数でこういうメリットがあるよと。それを伺わないと、親とし

てもわざわざそこを選んでいくということはなかなかできないと思うんです。２クラスあるの

と１クラスだけというのは、特にもともと小さな学校はそういうものだと思っているかもしれ
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ないですけど、２クラスあった学校が１クラスだけになってしまう学年というと、やっぱりち

ょっとさみしさを感じるみたいで。ぜひ、長期の計画と同時に当面のプッシュするところとし

て、そういった大きな学校の周りの少なくなっている学校への移動というのを、柔軟なＰＲを

可能にして応援してあげられればなと思っています。

【委員（榎本）】 ８の（３）総合管理計画にもとづく複合化予定施設というのは、結構具体的

にもう決まっている話なんでしょうか。

【学務課長（石川）】 平成２９年３月に青梅市公共施設等総合管理計画という計画書が策定さ

れております。こちらについては、青梅市にあります公共施設を再編していくと。もっと具体

的にいうと、今ある青梅市公共施設の中の３割程度を削減していかないと、なかなか施設維持

が難しいと。そういう視点から、こちらの総合管理計画を策定されております。

学校施設につきましても、具体的なということはないんですけれども、先ほど方針（案）の

中でお示ししました築４５年、５０年といった学校もあり、あるいは少子化も進んでいる。そ

ういった状況の中で、やはり学校についても、地域の方等との合意形成を図る中で、少子化に

見合った施設というのを考えていかなければいけないというふうに考えているところでござい

ます。

最前の方針といたしまして、先ほど８の（３）で申し上げましたけれども、小学校、中学校

と市民センターの複合化。これは平成２９年度に策定しておりますけれども、ほぼ３０年を見

越した計画の中で公共施設の適正化を目指していくと、そういった管理計画というものでの内

容でございます。

【教育部長（渡辺）】 先ほど課長が言いました公共施設の再編計画なんですが、平成２９年に

つくったんですが、先ほど来出ておりますように、学校の統廃合につきましては非常に長期的

な展望を持たなくちゃいけないということで、平成４０年、５０年ぐらいの計画でございます。

したがいまして、それにもとづいて今後どうしていくかということで、地域の問題、学校の児

童・生徒の問題、廃止の問題とかさまざま出てきますので、それを踏まえて行っていくと、そ

ういう状況が公共施設再編計画の内容でございます。

【委員（榎本）】 具体的に第七中学校と第六中学校をくっつけるとか、市民センターをくっつ

けるというような計画だったということではないと。

【教育部長（渡辺）】 ７ページにございます北部地域とか西部地域とか、現在こういった形で

行っていこうかと。というのはここには市民センターの関係がございまして、学校の統廃合と

ともに市民センターもその学校の中に入れたらどうかなというようなこともございまして、７

ページの（３）には市民センターのところの学校が書いてございます。そのほかの学校につき

ましても今後検討していく可能性が出てまいりますが、現段階の再編計画の方針の中では、こ

ういったことを記載させていただいております。

【学務課長（石川）】 先ほどの青梅市公共施設等総合管理計画の中に、「施設機能の維持と機

能集約の推進方針」というのがございまして、その中で、「今後、更新を行う学校については、
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学校以外の近隣の公共施設の機能を集約した複合化を行い、多世代交流が可能で多機能な地域

の新たな『中核コミュニティ施設』として再配置します」、また「複合化が難しい学校において

は、近隣の学校との集約化を検討します」、このように書かれておりますので、こういった総合

管理計画にもとづいた上で基本方針（案）について今後検討してまいりたいというふうに考え

ているところでございます。

【委員（大野）】 榎本委員の質問は、この表の見方じゃないかと思うんですが。ちょっと確認

したいんですけど、この表では、ずっと先に成木小学校と第七中学校と成木市民センターが複

合化するという見方かと。さっき榎本委員からは、北部地域全体ですかというような質問があ

ったかと思うんですが。この表の見方はどういう見方ですか。

【学務課長（石川）】 書き方がちょっとわかりにくかったかと考えておりますけれども。例え

ば北部地域として成木小学校・第七中学校・成木市民センター、第七小学校・第六中学校・小

曾木市民センター、地域のまとまりはあくまで保った中で複合化について考えていくと、そう

いった内容でございます。北部地域としてではなくて、成木地区、小曾木地区のような区分け

の仕方、西部でいいますと沢井地区、梅郷地区といったような考え方、そういうふうにご理解

いただければと考えております。

【委員（大野）】 先ほど手塚委員からのお話もありましたけれども、今年度から指定校の変更

で、基準を変えましたね。前の教育委員会のときにこれまでどれくらいの数が出ているのか教

えていただいたんですが、いよいよもう年度末ですので、どうでしょう、大体もう確定してき

ているかと思うんですが。何人ぐらいが、またどこの地域からどうっていうのがわかったら教

えてもらえますか。

【学務課長（石川）】 今大野委員からご質問いただきました指定校の変更人数でございますけ

れども、３月１２日時点で、小学校１８名、中学校９名、合計２７名となっています。

具体的にはどこかといいますと、小学校ですと、例えば第二小学校から河辺小学校、これは

千ケ瀬の一丁目でございます。第三小学校から霞台小学校、これは野上町一丁目ということで、

第三小学校より霞台小学校の方が近いというところでございます。あとは第三小学校から藤橋

小学校、これは今寺四丁目の方です。第四小学校から河辺小学校、これは東青梅三丁目の方。

畑中一丁目の方が第五小学校から第一小学校。野上町四丁目の方が霞台小学校から若草小学校。

今井二丁目の方が今井小学校から藤橋小学校。河辺九丁目、十丁目の方が若草小学校から河辺

小学校。今寺五丁目の方が藤橋小学校から霞台小学校。中学校でいいますと、東青梅六丁目、

師岡町一丁目の方が吹上中学校から霞台中学校。師岡三丁目、野上町四丁目、河辺町七丁目の

方が泉中学校から霞台中学校。このような内容になっておるところでございます。

手塚委員からご質問いただきました、指定校変更をＰＲすべきじゃないかということでござ

いますけれども、平成３０年度につきましては、本当にかなりどたばたした中で周知を図って

まいりましたので、３１年度につきましては、もうちょっと時間にゆとりを持つ中で周知に努

めてまいりたいと考えております。
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【委員（手塚）】 ありがとうございます。今の件で、学校行事とかを見にいく機会を、学校側

も公開したいと思っているし、考えている親御さんたちも、こっちじゃないんだったらという

ことで、運動会だったり、学校公開だったり。小学校の場はいつでもウェルカムというふうに

先生方おっしゃってくださっていたので、ぜひ年度当初からＰＲをしていただければなと思い

ます。よろしくお願いします。

【教育長（岡田）】 各校長先生方に自校をＰＲするように、校長会のときにでも話してみたい

と思います。

ほかにはよろしいでしょうか。

それでは、協議事項ですのでお諮りいたします。

本件を承認することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

【教育長（岡田）】 異議なしと認めます。よって、青梅市学校規模適正化方針（案）について、

は承認されました。

┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄

５ 青梅市適応指導教室（ふれあい学級）運営規則の一部改正について（指導室） 

【教育長（岡田）】 次に、協議事項５を議題といたします。青梅市適応指導教室（ふれあい学

級）運営規則の一部改正について、を説明いたします。

【指導室長（中嶋）】 協議資料５、青梅市適応指導教室（ふれあい学級）運営規則の一部を改

正する規則要綱をご覧ください。

１．改正の理由ですが、ふれあい学級の利用申請にかかる事務をより適正に遂行するととも

に効率化を図るため、利用申請書および利用承認決定通知書の様式の見直しを行おうとするも

のであります。

２．改正の内容ですが、（１）利用申請書に「申請の理由」の記載欄を追加する。（２）その

他所要の規定の整備。

最後から２枚目に新旧の申請書の横並びになったものがありますので、こちらをご覧くださ

い。左が改正後、右が改正前の様式第１号の表面の方です。直したところですけれど、小学生

の申請もありますので、「児童」を追加しております。表の中では、年齢、学校名、所属のクラ

スの記載、中ほどに申請の理由欄。それから下段の方には、「学校長の許可があれば」の欄も追

加しております。

裏面をご覧ください。学校記入欄のところには、欠席の状況欄に「学期」を追加、右側には

「身体・健康面」「相談機関等」、必要となる内容に変更しております。

それから、不登校となったきっかけや継続理由を書くように記載しておるのと、所見欄は担

任に限らず記入可とするために、「等」というふうに入れております。

それから、校長印欄に日付を追加。細かいですけれども、そういったところを変えておりま

す。
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最後の１枚は様式第２号ですけれども、決定通知書となっております。右上に発番を記載で

きるようにしたこと、それから文書表現を変更しております。

施行期日は平成３１年４月１日です。

説明は以上です。よろしくご協議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。

【教育長（岡田）】 説明は終わりました。ただいまの説明に対して何かご質問、ご意見等ござ

いますか。

よろしいでしょうか。

それでは、協議事項ですのでお諮りいたします。

本件を承認することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

【教育長（岡田）】 異議なしと認めます。よって、青梅市適応指導教室（ふれあい学級）運営

規則の一部改正について、は承認されました。

┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄

６ 青梅市公立学校職員の職務に専念する義務の免除に関する規則の一部改正について（指

導室） 

【教育長（岡田）】 次に、協議事項６を議題といたします。青梅市公立学校職員の職務に専念

する義務の免除に関する規則の一部改正について、を説明いたします。

【指導室長（中嶋）】 それでは、協議資料６をご覧ください。

１．改正の理由ですが、青梅市立小・中学校出退勤管理システムの導入に伴い、所要の規定

の整備を行おうとするものであります。

協議資料の次の７や８もシステムの導入によるものとなっております。

２の改正の内容ですが、（１）職務専念義務免除の申請方法について、休暇・職免処理簿によ

り行う方法からシステムにより行う方法に変更します。（２）その他所要の規定の整備を行いま

す。

１枚おめくりください。新旧対照表をご覧ください。第４条が改正の条となっております。

１項でシステムによる申請を行うことを定めております。「ただし」以降の、出勤簿により行う

職員は、給食センターの栄養士とふれあい学級の非常勤教員、ほか指導主事などもこちらにな

ります。また、現行の「ただし」以降を改正後は第２項としております。

実施期日は平成３１年４月１日です。

説明は以上です。よろしくご協議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。

【教育長（岡田）】 説明は終わりました。ただいまの説明に対して何かご質問、ご意見等ござ

いますか。

【委員（手塚）】 そもそもの質問なんですが、職務に専念する義務の免除というのは、どうい

うときのことをいうのか、ちょっと私、勉強不足でわからないものですから。

【指導室長（中嶋）】 例えば教育関係の別な、職務ではないんですけれど講師で出るであると
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か、そういったときに職免という形で免除する、その時間は別なところに行っていいですよと

いうようなことです。

【委員（大野）】 つまり、先生たちはこれからは出勤簿に判を押さないということですよね。

【指導室長（中嶋）】 はい、この後に出勤の関係がありますけれど、これは職免に関してです。

職免処理簿というのを今までつくっていたのですが、印を押して提出するのではなく、コンピ

ュータ上で申請するというような形になるものです。

【教育長（岡田）】 よろしいでしょうか。

それでは、協議事項ですのでお諮りいたします。

本件を承認することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

【教育長（岡田）】 異議なしと認めます。よって、青梅市公立学校職員の職務に専念する義務

の免除に関する規則の一部改正について、は承認されました。

┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄

【教育長（岡田）】 会議の途中ですが、会議時間は午後４時までとなっております。ここで時

間延長したいと思いますが、ご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

【教育長（岡田）】 異議なしと認めます。よって、時間延長することに決定いたしました。

┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄

７ 青梅市公立学校職員出勤簿整理規程の全部改について（指導室） 

【教育長（岡田）】 次に、協議事項７を議題といたします。青梅市公立学校職員出勤簿整理規

程の全部改正について、を説明いたします。

【指導室長（中嶋）】 それでは、協議資料７をご覧ください。

１の改正の理由ですが、先ほどと同様、出退勤の管理システムの導入に伴い、出勤等の記録

の方法および整理について規定を追加するほか、所要の規定の整備を行おうとするものであり

ます。

２の改正の内容ですが、１枚おめくりいただいて、新旧対照表をご覧ください。

まず１つ目は、題名の改正です。題名を「青梅市立学校等職員の出勤記録および出勤簿整理

規程」に改めております。

続いて第２条関係では用語の定義。「職員」それから「出勤記録」の意義を定めております。

続いて第３条では、整理の区分ということで、出勤記録の整理は、学校給食センターに勤務

する職員等を除いてシステムにより行うこととする。コンピュータを使って行うというふうな

内容です。

それから、第４条には、出勤記録等の整理者。コンピュータ上の記録されたものを整理する、

これは副校長が行う。それから出勤簿の整理、これは給食センターの方ですけれど、副校長ま

たは学校給食センター所長が行うこととする。
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続いて第５条は、出勤記録の整理。職員および整理者に対してシステムによる出勤記録の確

認および修正を義務付けるという内容です。

続いて第６条、第７条では、出勤簿の押印、点検および表示。出勤簿の押印ならびに出勤簿

の点検方法および表示方法について定めています。これは今までの出勤簿の整理と同様になり

ます。

続いて第８条では、出勤記録の整理者への報告。職員に対して出勤記録または出勤簿の整理

のために必要な事項について整理者へ報告を義務付けるということになっています。

続いて第９条で、必要書類の提出。出勤記録または出勤簿の整理のために必要な書類の提出

について定めています。

施行期日は平成３１年４月１日です。

説明は以上です。よろしくご協議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。

【教育長（岡田）】 説明は終わりました。ただいまの説明に対して何かご質問、ご意見等ござ

いますか。

出勤簿が残るのは、具体的には誰が該当する職員ですか。

【指導室長（中嶋）】 給食センターの栄養士、それからふれあい学級の非常勤教諭、それと先

ほど言いましたけど、指導主事なんかも指導室で押しています。そのようになります。

【委員（大野）】 たぶんなさっていると思うんですけど、出勤簿って公簿ですから、何年保存

とかありますね。例えば、出勤簿が５年保存とするとします。それとこういうこととの関連。

出勤簿はなくなるんですよね、今度は。自分はあいまいでよくわかっていないんですが、青梅

市の学校管理運営規則との整合性というのは、今までそういう話が出てきていないのですが、

ちゃんととれているんですよね。

【指導室長（中嶋）】 整合性をとるために、今回この関連で３つほど出させていただいており

ます。

それから、これまで出勤簿という印を押した紙が基本だったわけですけれど、それを記録と

いう形で電子情報で保管するということになります。都立高校はかなり前からやっております

が、それに倣った形になりますので、特に問題はないと考えております。

【教育長（岡田）】 従来は朝来て、判子を押してそれっきりなんですけど、今度は出勤時の打

刻時間、退庁時の打刻時間が全部、いつ登校して、いつ下校したか。また、出張すれば何時に

出張に出たかというのが、全部表として出てきます。役所と同じような形です。

電子データで残すのはちゃんと月次ごとにプリントアウトして一括、紙で保存するのか、そ

こはどうなんですか。

【指導室長（中嶋）】 そこは電子データです。

【教育長（岡田）】 あくまでも電子上でね。

【指導室長（中嶋）】 異動のときなどは必要になりますので、そのときは打ち出します。

【教育長（岡田）】 必要に応じてプリントアウトするという形ですね。
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【委員（大野）】 ちなみに、関連事項ですけど、通知表とか指導要録は今度パソコンでできる

ようになりましたね。校務支援システムですか。例えば指導要録などは学籍の記録は２０年と

か、指導の記録は５年となっていますね。あれなんかは、もう昔の１０年ぐらい昔には、パソ

コンでつくって、それを紙ベースできちんと２０年残すとかにしていたんだけど、今度の校務

支援システムでもやっぱりペーパーで残すんですか。例えば指導要録も電子的に２０年残せば

いいとか、そのあたりはどうなっているんですか。

【指導室長（中嶋）】 その辺も自治体によっては電子情報で済ませているところもあるんです

けれど、本市では紙にして残すということになっております。

【教育長（岡田）】 ほかにはいかがでしょうか。よろしいでしょうか。

それでは、協議事項ですのでお諮りいたします。

本件を承認することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

【教育長（岡田）】 異議なしと認めます。よって、青梅市公立学校職員出勤簿整理規程の全部

改正について、は承認されました。

┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄

８ 青梅市立学校等職員服務規程の一部改正について（指導室） 

【教育長（岡田）】 次に、協議事項８を議題といたします。青梅市立学校等職員服務規程の一

部改正について、を説明いたします。

【指導室長（中嶋）】 協議資料８をご覧ください。続きまして、また出退勤管理システムに関

するものです。

改正の理由につきましては、その記録方法、出勤等の記録方法を改めようとするものであり

ます。

次の改正の内容ですけれど、出勤等の記録について、出勤簿による記録からシステムによる

記録に変更すること。年次有給休暇等の請求等について、休暇・職免等処理簿により行う方法

からシステムにより行う方法に変更すること。その他、所要の規定の整備となります。

１枚おめくりください。こちらは新旧対照表となっております。現行の第６条は「出勤簿」

となっておりますが、改正後は「出勤等」となって、システムで行うようになっております。

第７条では、有給休暇の請求等について。それから裏面をご覧ください。第１６条、第１７

条では、事故欠勤、私事欠勤の届についてもシステムを使うよう定めております。

施行期日は平成３１年４月１日です。

説明は以上となります。よろしくご協議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。

【教育長（岡田）】 説明は終わりました。ただいまの説明に対して何かご質問、ご意見等ござ

いますか。

【委員（稲葉）】 旧の１ページのところで、「病気休暇」と「同条例第１８条に規定する介護

休暇等」が書いてあるんですけど、新しいところからは「介護休暇等」が抜けているんですけ
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ど、それはどこかに書いてあるんですか。介護休暇等の中には育児休暇も当然入っていると思

うんです。この育児休暇も、男性教員がとってもいいし、女性教員がとってもいいという感じ

で私は受けとめているんですけど。

【教育長（岡田）】 介護休暇等も第１７条に合体しちゃっているのかな。

【指導室長（中嶋）】 すみません、ちょっとそこについて確認を落としていましたので、次回

のどこかでお知らせできるようにしたいと思います。条例第１７条というところで、可能性と

しては一つにしてしまうということが……

【教育長（岡田）】 そうなると、「特別休暇等」となっていないとおかしい。

【委員（稲葉）】 条例が、例えば病気休暇が条例第１７条で、介護休暇は第１８条なので、明

らかに違いますよね。

【教育長（岡田）】 東京都の学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例をきちっと見な

いと、何ともいえないところですね。ちょっとそれを確認して、後日報告をお願いしたいと思

います。

ほかにはよろしいでしょうか。

【委員（稲葉）】 もしよかったら、ここに育児休暇も入れてほしいんです、文字として。

【教育長（岡田）】 産前・産後と育児休暇は別なところにもともとあるはずですよ。

【委員（稲葉）】 わかりました。それじゃ、いいです。

【指導室長（中嶋）】 可能性として、これはシステムで出すもので、ほかのものは書いて出す

と。

【教育長（岡田）】 請暇承認処理願とかね。

【指導室長（中嶋）】 なかなか全部を網羅するのが難しいのは確かなものですから、その辺は

あわせて確認いたします。

【教育長（岡田）】 ほかにはよろしいでしょうか。

それでは、協議事項ですのでお諮りいたします。

本件を承認することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

【教育長（岡田）】 異議なしと認めます。よって、青梅市立学校等職員職務規定の一部改正に

ついて、は承認されました。

┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄

９ 青梅市スクール・サポート・スタッフ設置要綱の一部改正について（指導室） 

【教育長（岡田）】 次に、協議事項９を議題といたします。青梅市スクール・サポート・スタ

ッフ設置要綱の一部改正について、を説明いたします。

【指導室長（中嶋）】 それでは協議資料９、青梅市スクール・サポート・スタッフ設置要綱の

一部改正についてをご覧ください。

１．改正の理由ですが、東京都のスクール・サポート・スタッフ配置支援事業を継続して実
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施するに当たり、スクール・サポート・スタッフの働き方に柔軟に対応するため、勤務日等の

見直しを行おうとするものであります。

２．改正の内容ですが、（１）勤務日および勤務時間の規定を次のとおり見直します。現行で

は週５日であるところを、４週間を通じ１週間について３０時間以内としております。これは、

２日や３日勤務を認めていくことに対応しております。また、土曜日の振替を平日にとるとい

ったことにも対応しております。これまで、週５日とすると、２日や３日が認められないとい

うことや、それから週５日とすると土曜日を振替えて６日にすることもだめだということにな

ってしまいますので、その辺を柔軟にするために変えております。（２）は実施期間を１年延長

しております。

実施期日は平成３１年４月１日です。

説明は以上となります。よろしくご協議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。

【教育長（岡田）】 説明は終わりました。ただいまの説明に対して何かご質問、ご意見等ござ

いますか。

【委員（大野）】 参考までに知りたいだけなんですけど、東京都からの配置支援事業ですけど、

今回の改正については、青梅市で去年いろいろな話を学校から伺って、やっぱりこの方がいい

やということで、青梅市の中の教育委員会の発想での提案なんですか。それとも東京都でやっ

てみて、こういうことだから、全部の市でやってくれよということできていて、改正するもの

なんですか。

【指導室長（中嶋）】 これは東京都全体で、２日、３日もやはり必要だという声が出まして、

もちろん青梅でもそういった要望が出ていますので、両方あわせてというような形になります

けれど、改正になります。

【委員（手塚）】 今まではお１人の方が週５日ということでしたが、今度は２人の方で３日・

２日みたいな形も可能になるんですか。

【指導室長（中嶋）】 はい、おっしゃるとおり、２日しかだめという方と３日の人とあわせて

５日という形になります。

【教育長（岡田）】 月・火・水の人と木・金の人とか。その方がきっと、２日ならできるとい

う優秀な人、いい人がうまく使えていいかなと思います。

よろしいでしょうか。

それでは、協議事項ですのでお諮りいたします。

本件を承認することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

【教育長（岡田）】 異議なしと認めます。よって、青梅市スクール・サポート・スタッフ設置

要綱の一部改正について、は承認されました。

┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄

１０ 青梅市文化交流センターにおける使用料減免に関する基準の制定について（社会教育課） 
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【教育長（岡田）】 次に、協議事項１０を議題といたします。青梅市文化交流センターにおけ

る使用料減免に関する基準の制定について、を説明いたします。

【社会教育課長（塚本）】 それでは、協議資料１０をご覧ください。

本件につきましては、青梅市文化交流センター条例施行規則の中で、減免規定について定め

た第７条第５項に規定する「その他委員会が特に必要と認めたとき」に行う減免措置に関し必

要な事項を定めることを目的とし、基準を制定しようとするものであります。

まず、制定の内容についてですが、免除を行うものをアからシまでの１２件、１００分の５

０相当額の減額を行うものを１件、こちらを定めることとしております。

この基準につきましては、釜の淵市民館、ふれあいセンター、市民センター、それぞれの使

用料減免に関する基準と同様の基準となっております。そのため、利用団体には新たな変更点

がないことで、大きな混乱もないものと考えます。

実施期日は、条例施行日である平成３１年４月１３日から実施し、一般貸出が開始する平成

３１年５月７日以降に使用するものから適用することとしております。

よろしくご協議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。

【教育長（岡田）】 説明は終わりました。ただいまの説明に対して何かご質問、ご意見等ござ

いますか。

【委員（手塚）】 市立小・中学校のＰＴＡさんは無料に入っているんですけれども、例えば小

学校の金管バンドさんは、これには該当しないんでしょうか。

【社会教育課長（塚本）】 条例施行規則の第７条の方で、市が主催するものの方に入っており

ますので、そちらの小・中学校の主催のものは市の事業という形に扱っていますので、該当し

ます。免除です。

【委員（手塚）】 部活等、吹奏楽部なんかでも同じ扱いなんでしょうか。

【教育長（岡田）】 特定の学校の特定の、例えば○○中学校の○○クラブというような場合で

すね。これも学校行事ですね。

【委員（大野）】 例えば吹上中学校は前の市民会館を合唱祭で使っていましたね。こういうの

も減免だったんですか。

【社会教育課長（塚本）】 市民会館のホールは一切減免の基準がなかったんですが、今度のと

ころは、多目的ホールも減免措置が該当するようなつくりになっています。

【教育長（岡田）】 よろしいでしょうか。

それでは、協議事項ですのでお諮りいたします。

本件を承認することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

【教育長（岡田）】 異議なしと認めます。よって、青梅市文化交流センターにおける使用料減

免に関する規定の制定について、は承認されました。

┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄
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１１ 生涯学習フェスティバル～釜の淵新緑祭２０１９～以下３件における物品の販売行為等に

ついて（社会教育課） 

【教育長（岡田）】 次に、協議事項１１を議題といたします。生涯学習フェスティバル～釜の

淵新緑祭２０１９～以下３件における物品の販売行為等について、を説明いたします。

【社会教育課長（塚本）】 それでは、協議資料１１をご覧ください。

初めに、永山！芸術の森フェスティバルですが、４月１４日（日）に永山ふれあいセンター

で開催される事業でございます。こちらは内覧会の日とかぶっているんですけれども、永山ふ

れあいセンター最後のイベントとして、施設利用団体が実行委員会を自主的に立ち上げて計画

したイベントとなっております。

１枚おめくりいただきまして、出店予定者は３ページの上段にあります市内業者３店舗が出

店する予定でございます。

戻っていただきまして、次に、先ほど教育長からご紹介がありました青梅市文化交流センタ

ーオープニングイベントであります。４月２４日（水）から４月２８日（日）までの間、「おい

でよ！みんなの遊び場へ」を開催いたします。さまざまな文化体験や催しものを企画する当イ

ベントにおいて、文化交流センター内のカフェ事業者である東京おうめＤＭＯを中心に、３ペ

ージの下段にございます市内業者等による飲食物の販売を行う予定となっております。施設内

のカフェ事業者のお披露目の意味合いも持っております。

最後に、５月１１日（土）・１２（日）の生涯学習フェスティバル～釜の淵新緑祭２０１９～

であります。平成２８年度から釜の淵市民館および釜の淵公園広場で、市内業者等による飲食

物の販売を行っております。今年度についても、４ページ目の表のとおり、例年同様に実施す

る予定であります。協力事業者、品目については、現在調整を進めているところでございます。

手芸品、竹細工の作品についても同様に実施いたします。

これらの販売行為につきまして、それぞれの開催目的の範囲内の事業内容であることから、

承認したいと考えております。

また、新緑祭については、釜の淵公園を所管する公園緑地課の承認を得て実施してまいりま

す。

よろしくご協議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。

【教育長（岡田）】 説明は終わりました。ただいまの説明に対して何かご質問、ご意見等ござ

いますか。

【委員（榎本）】 スーパーカー焼き芋というのは？

【社会教育課長（塚本）】 スーパーカー焼き芋というのは、実行委員会の方で手配した焼き芋

屋さんだと思います。フェラーリで来ます。

【教育長（岡田）】 よろしいでしょうか。

それでは、協議事項ですのでお諮りいたします。

本件を承認することにご異議ございませんか。
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（「異議なし」と呼ぶ者あり）

【教育長（岡田）】 異議なしと認めます。よって、生涯学習フェスティバル～釜の淵新緑祭２

０１９～以下３件における物品の販売行為等について、は承認されました。

┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄

【教育長（岡田）】 次に、先ほど協議事項２、協議事項５、協議事項６、協議事項７および協

議事項８が承認されたことに伴い、議案が５件追加されるとのことであります。

つきましては、本日の日程に議案第２６号 青梅市教育委員会防犯カメラの管理および運用

に関する規則の一部を改正する規則について、議案第２７号 青梅市適応指導教室（ふれあい

学級）運営規則の一部を改正する規則について、議案第２８号 青梅市公立学校職員の職務に

専念する義務の免除に関する規則の一部を改正する規則について、議案第２９号 青梅市公立

学校職員出勤簿整理規程の全部改正について および 議案第３０号 青梅市立学校等職員服

務規程の一部改正について を追加したいと思いますが、ご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

【教育長（岡田）】 異議なしと認め、本日の日程に議案第２６号から議案第３０までを追加い

たします。

議案書を配付いたします。

    〔議案書配付〕

┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄

日程第５ 議案審議 

議案第２６号 青梅市教育委員会防犯カメラの管理および運用に関する規則の一部を改正する

規則について 

【教育長（岡田）】 それでは、議案審議を行います。

ただいま議題となりました議案第２６号 青梅市教育委員会防犯カメラの管理および運用に

関する規則の一部を改正する規則について を説明いたします。

【教育総務課長（浜中）】 議案第２６号 青梅市教育委員会防犯カメラの管理および運用に関

する規則の一部改正について、ご説明申し上げます。

本案は、ただいま協議資料２にもとづきまして、青梅市教育委員会防犯カメラの管理および

運用に関する規則の一部改正についてご説明申し上げ、ご協議いただき、ご承認を賜った規則

の一部改正につきましての議案でございます。

内容につきましては、先ほどご説明申し上げたとおりでございます。

本案につきまして、よろしくご審議の上、ご決定を賜りますようお願い申し上げます。

説明は以上です。

【教育長（岡田）】 説明は終わりました。ただいまの説明に対して何かご質問、ご意見等ござ

いますか。

よろしいですか。
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それでは、これより採決いたします。

本件を原案どおり決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

【教育長（岡田）】 異議なしと認めます。よって、議案第２６号 青梅市教育委員会防犯カメ

ラの管理および運用に関する規則の一部を改正する規則について、は原案どおり可決されまし

た。

┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄

議案第２７号 青梅市適応指導教室（ふれあい学級）運営規則の一部を改正する規則について 

【教育長（岡田）】 次に、議案第２７号を議題といたします。

青梅市適応指導教室（ふれあい学級）運営規則の一部を改正する規則について を説明いた

します。

【指導室長（中嶋）】 議案第２７号 青梅市適応指導教室（ふれあい学級）運営規則の一部を

改正する規則につきましては、先ほど協議資料５においてご協議いただいたところでございま

す。

内容につきましては、先ほどご説明したとおりでございます。

ご決定を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

【教育長（岡田）】 説明は終わりました。ただいまの説明に対して何かご質問、ご意見等ござ

いますか。

よろしいですか。

それでは、これより採決いたします。

本件を原案どおり決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

【教育長（岡田）】 異議なしと認めます。よって、議案第２７号 青梅市適応指導教室（ふれ

あい学級）運営規則の一部を改正する規則について、は原案どおり可決されました。

┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄

議案第２８号 青梅市公立学校職員の職務に専念する義務の免除に関する規則の一部を改正

する規則について 

【教育長（岡田）】 次に、議案第２８号を議題といたします。

青梅市公立学校職員の職務に専念する義務の免除に関する規則の一部を改正する規則につい

て を説明いたします。

【指導室長（中嶋）】 議案第２８号 青梅市公立学校職員の職務に専念する義務の免除に関す

る規則の一部を改正する規則についてでございます。

こちらは先ほど協議資料６によりご協議いただいたところでございます。

内容につきましては、先ほどご説明したとおりでございます。

ご決定を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
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【教育長（岡田）】 説明は終わりました。ただいまの説明に対して何かご質問、ご意見等ござ

いますか。

よろしいですか。

それでは、これより採決いたします。

本件を原案どおり決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

【教育長（岡田）】 異議なしと認めます。よって、議案第２８号 青梅市公立学校職員の職務

に専念する義務の免除に関する規則の一部を改正する規則について、は原案どおり可決されま

した。

┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄

議案第２９号 青梅市公立学校職員出勤簿整理規程の全部改正 

【教育長（岡田）】 次に、議案第２９号を議題といたします。

青梅市公立学校職員出勤簿整理規程の全部改正について を説明いたします。

【指導室長（中嶋）】 議案第２９号 青梅市公立学校職員出勤簿整理規程の全部改正について、

を説明いたします。

こちらにつきましては、協議資料７におきまして先ほどご協議いただいた内容でございます。

ご決定を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

【教育長（岡田）】 説明は終わりました。ただいまの説明に対して何かご質問、ご意見等ござ

いますか。

よろしいですか。

それでは、これより採決いたします。

本件を原案どおり決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

【教育長（岡田）】 異議なしと認めます。よって、議案第２９号 青梅市公立学校職員出勤簿

整理規程の全部改正について、は原案どおり可決されました。

┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄

議案第３０号 青梅市立学校等職員服務規程の一部改正について 

【教育長（岡田）】 次に、議案第３０号を議題といたします。

青梅市立学校等職員服務規程の一部改正について を説明いたします。

【指導室長（中嶋）】 議案第３０号 青梅市立学校等職員服務規程の一部改正について、ご説

明いたします。

こちらにつきましては、先ほど協議資料８においてご協議いただいた内容でございます。

ご決定を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

【教育長（岡田）】 説明は終わりました。ただいまの説明に対して何かご質問、ご意見等ござ

いますか。
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よろしいですか。

それでは、これより採決いたします。

本件を原案どおり決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

【教育長（岡田）】 異議なしと認めます。よって、議案第３０号 青梅市立学校等職員服務規

程の一部改正について、は原案どおり可決されました。

┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄

 再 日程第３ 教育長報告事項

１ 青梅市教育委員会事務委任規則第３条にもとづく専決処分の報告について（教育総務課・指

導室）

【教育長（岡田）】 次に、教育長報告事項１、青梅市教育委員会事務委任規則第３条にもとづ

く専決処分の報告について、を議題といたします。

本件は、青梅市教育委員会事務局職員および青梅市立小・中学校教員の人事異動の決定に関

し、青梅市教育委員会事務委任規則第３条の規定にもとづき、教育長の臨時代理をもって専決

処分した事案の報告であります。

本件は人事案件であることから、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１４条第７項

および同条第８項の規定にもとづき、非公開としたいと思いますが、ご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

【教育長（岡田）】 異議なしと認めます。よって、出席議員の３分の２以上の多数で議決しま

したので、非公開とすることに決定いたしました。

ここで、関係する職員以外の方の退席を求めます。

┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄

【非公開】

┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄

【公開】

【教育長（岡田）】 ここから会議を公開といたします。

┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄

【教育長（岡田）】 以上で、予定された案件についてはすべて終了いたしました。その他、何

かありますか。

【学校給食センター所長（渡部）】 本日、当日配付ということで、「４月からの学校給食費につ

いて」という資料を配らせていただきました。こちらの方ですが、前回の第１２回臨時会でご

報告させていただきました資料に一部誤りがございましたので、ご報告させていただきたいと

思います。

１の児童・生徒の学校給食費についてというところの参考、平成３２年度改定予定額のとこ

ろで、中学校です。下線が引いてあって、太い数字になっております。改定後の金額が、前回
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の資料では５，０００円となっておりました。４，９００円が正しい金額であります。平成   

２９年１０月１２日に開かれました第７回青梅市教育委員会定例会の際に、改定額が教育委員

会の方で決められておりまして、答申では５，０００円だったんですが、最終決定の方が、い

わゆる回数を１８５回というのを１８０回に計算をし直して、１００円ほど月額を引き下げて

おります。で、４，９００円で決定しておりますので、修正していただきたいと思います。

その下の※にありますとおり、改定後の年間基本給食回数については、小学校については従

前どおり１８５回で計算しております。中学校におきましては１８０回で計算するという形で

１００円下がっておりますので、こちらの方を決定どおり修正させていただきたいと思います。

続いて、２の教職員の学校給食費についても、５，０００円を４，９００円にすることで訂

正させていただきたいと思います。

説明は以上です。

【教育長（岡田）】 説明は終わりました。ただいまの説明に対して何かご質問、ご意見等ござ

いますか。

よろしいですか。

では次に、文化課長お願いします。

【文化課長（北村）】 それでは、文化課から、当日配付資料でありますけれども、「青梅のフ

セギのワラジ」の文化財指定について説明させていただきます。

こちらは青梅市の岩蔵地区および谷野地区で保存されておりますフセギのワラジの行事が、

平成３１年３月１５日付で東京都の無形民俗文化財に指定されました。

内容につきましては、フセギとは、疫病や悪霊が村の中に入ってこないように、村の中での

災厄を村の外に追い出すということを目的としまして、村境に注連縄とかワラジなどを吊るし

まして、災厄の行事ということで伝わっております。

裏面の写真をご覧いただきながら説明させていただきます。

まず、岩蔵地区の方では毎年７月下旬の日曜日、谷野地区では毎年８月第１日曜日に、長さ

４０センチ程度の大きなワラジをつくりまして、それぞれの村境に吊るしております。岩倉地

区では、愛宕神社の例祭にあわせて行われております。また、谷野地区では「十王堂祈願祭」

などとあわせて行われておりまして、それぞれワラジの中央付近に、岩倉地区の場合ですと、

１から６までのサイコロの目と同じような穴をあけたり、谷野地区の方では中央に四角い穴を

あけるというふうな形で行われているのが特徴です。

指定理由につきましては、記載のとおり、都内でこのようなワラジを製作して行われる行事

ということで、大変貴重なものであるということが指定の理由となっております。

最後に今後の周知方法としましては、７月１５日の市広報おうめ「青梅の文化遺産」の方で

指定と行事の内容について紹介させていただく予定でございます。

説明は以上です。

【教育長（岡田）】 説明は終わりました。ただいまの説明に対して何かご質問、ご意見等ござ
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いますか。

【委員（手塚）】 私、谷野のお隣に住んでいるのに全然知らなくて。でも、見覚えのある交差

点の写真があったりするので、今度の８月は気をつけて見たいと思います。

【教育長（岡田）】 今、吊っていますよ。ずっとありますのでご覧いただければと思います。

【委員（手塚）】 全然気がつかなかったです。すみません。

【教育長（岡田）】 ちょっと気がつかないですよね、普通には。

７月１５日の広報は、地元の方から了解をもらってあるんですか。

【文化課長（北村）】 地元の方にも了解をいただいておりますし、今後の普及方法としまして、

できましたら地元の子どもさんたちにも行事に参加していただけるように、地元の地域の方々

と相談しながら、こういった行事をより多くの方に知っていただけるようなことも考えていき

たいなと思っております。

【教育長（岡田）】 岩蔵地区の右上の山の上のところはすごいところにあります。すごく高い

ところに上がっていって。もうゴルフ場の近くまで上がっていきます。成木に近いところ、小

曾木四丁目を上がっていったところです。

【委員（大野）】 ２枚目の右側の写真は電柱の真ん中ですけど、ここに吊るしてあるんですか。

【文化課長（北村）】 現在は吊るされておりませんけれども、お祭りのときには飾っておりま

す。山間の奥の方の高いところだけしか今はありません。

【教育長（岡田）】 真浄寺の先、立正佼成会の坂をずっと上がっていった途中、中腹の左側の

ところにあります。

【文化課長（北村）】 岩蔵地区の方が比較的残っています。谷野地区は市街地というか、多少

そういう地域性もあるのかなと感じております。

【教育長（岡田）】 ほかにございますか。

【指導室長（中嶋）】 先ほどの職員の服務規程の一部改正のご質問の件、確認しましたので。

介護休暇等はやはり紙での申請となっております。今回システムのことがここに改正として書

かれていますので、紙申請ということがわかりましたので、お伝えいたします。

┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄

【教育長（岡田）】 それでは、今後の日程について、教育総務課長から説明いたします。

【教育総務課長（浜中）】 今後の日程につきましてご報告申し上げます。

お手元にあります資料のとおり、４月２日（火）新補・転補校長紹介、午前９時３０分から

教育委員会会議室で、その後午前１０時から、教職員辞令伝達式を２０４～２０６会議室、本

庁２階で実施いたします。

４月８日（月）には小学校の入学式、４月９日（火）には中学校の入学式が開催されます。

それぞれご出席をよろしくお願いいたします。

４月１３日（土）には、青梅市文化交流センターの落成式が挙行されます。午前１０時から、

現地文化交流センターでの予定でございます。
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４月１６日（火）は東京都教育施策連絡協議会、午後２時より中野サンプラザで行われます。

現地集合・現地解散ということで、よろしくお願いいたします。

裏面にまいりまして、４月１９日（金）平成３１年度第１回の教育委員会定例会が開催され

ます。

そして、４月２６日（金）教幹会のつどいということで、教育委員会および教育委員会幹部

職員との歓送迎会、午後６時３０分から、青梅市福祉センターという予定でございます。

以上です。

┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄

日程第６ 教育長閉議および閉会宣言 

【教育長（岡田）】 以上で本日の日程は終了しましたので、閉会といたします。大変お疲れさ

までした。

┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄

午後４時５５分 閉会

青梅市教育委員会会議規則第２６条の規定により、ここに署名する。

青梅市教育委員会教育長   

青梅市教育委員会委員


